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年

H26 603 03_医療・福
祉

都道府県 長崎県、福岡
県、熊本県、大
分県、宮崎県、
沖縄県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

セーフティネット支援対策等事
業費補助金交付要綱８、10等

セーフティネット支援対策
等補助金の早期交付決
定

セーフティネット支援対策等補助金の早期交付決定 【支障事例】
セーフティネット支援対策等補助金は、自治体が地域の実情に応じ、生活保護受給者や低所得者、ホー
ムレスといった地域社会の支えを必要とする要援護者全般に一貫した施策を推進し、地域社会のセーフ
ティネット機能の強化を図る目的の補助金である。しかし、別添資料①にあるように、交付決定が遅い。
セーフテイネット補助金は、多くは、運営費や、人件費等に対して補助を行っているため、事前着手を行っ
ているのが、現状である。
しかし、社協などへの交付決定は、国からの交付決定を待って県の補助金交付を行っており、その間は、
社協などに補助金を支払えておらず、過大の負担になっている。（社協へ交付決定後、支払った額は、８
９，４６８千円）
また、事前協議を年度当初に行っていることも、交付決定の遅延につながっていると思われる。
この補助金に関しては、他の補助金にある前年度のヒアリング等がないため、別添資料②にあるように、前
年度から事前協議をしていただき、年度当初の早期交付決定をお願いしたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 604 03_医療・福
祉

都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

セーフティーネット支援対策等
事業実施要綱３の(3)のエ
安心生活基盤構築事業実施要
領３

買い物弱者支援制度の
充実

買い物弱者支援等を実施するための補助制度の条件緩
和

【支障事例】
買い物支援にかかる補助制度として、セーフティネット補助金の安心生活創造推進事業の活用も考えられ
るが、モデル的な事業であることに加え、①抜け漏れのない実態把握事業、②生活課題検討・調整事業、
③抜け漏れのない支援実施事業、④地域支援活性化事業、⑤自主財源確保事業、⑥住民参加型まちづ
くり普及啓発事業の基本事業を全て行う必要があるため、過疎化が進行し、財政的、体制的に脆弱な市
町においては、ハードルが高く、活用できる状況にない。
そこで、必須６事業の減数又は選択事業にする等、市町が取り組みやすい補助制度にしていただくよう要
望するもの。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 605 03_医療・福
祉

都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

H23.8.18日付区政労働省高齢
者支援課長他通知「指定居宅
サービス等の事業の人員、設備
及び運営に関する基準等の一
部改正について」

特別養護老人ホームに
おいて、利用者の意向に
沿う居室形態を利用者が
選択できるよう一部ユニッ
ト型施設類型を認めるよう
な基準の改正

H23.8.18の厚生労働省高齢支援課長他の「指定居宅
サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
等」の改正により関係通知から削除された特別養護老人
ホームの一部ユニット型の施設類型にかかる事項につい
て再度改正掲載し、当該施設における一部ユニット型の
施設形態を認めること。

【支障事例】
H23.8.18の厚生労働省高齢支援課長他の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準等」の改正通知により、一部ユニット型の施設類型が廃止され、ユニット型個室とそれ以外の居室形
態で別々の施設として認可・指定を行なうこととなったため、次のような支障等が生じている。
①施設全てをユニット化した場合、利用者の負担増による継続利用ができないことを危惧し、ユニット化が
進展しない地域もある。このため、地域の中で利用者が居室形態を選択できない状況にある。
②本県の特養1施設の平均定員は60床未満であり、一部ユニット型の施設を別々の施設として認可･指定
した場合、いずれかが地域密着型になり、当該施設においては、他市町からの利用ができず、広域型とし
ての当初の目的が果たせない不合理が生じるとともに、将来的な利用者の確保の問題が生じる懸念があ
ることから、施設の中にはユニット型を従来型個室へ変更する施設が出ることも懸念され、ユニット型を推
進する国の施策に逆行することが危惧される。
③ユニット型とそれ以外(多床室等）を分け、認可・指定を行なったことにより、広域型を計画している県の
老人福祉計画及び介護保険事業支援計画と実態とに齟齬が生じている。
【制度改正の必要性】
このようなことから、利用者の意向に沿う居室形態を利用者が選択できる施設を整備するうえで、また、広
域型の設置目的を充足するうえにおいても一部ユニット型施設類型を認める必要がある。
この改正を行なうことにより、H25.4.1施行の県条例（特養基準条例）においても一部ユニット型を認める条
例に改正したい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 606 03_医療・福
祉

都道府県 長崎県・大分県・
宮崎県・沖縄県・
山口県

厚生労働省 A　権限
移譲

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第２２条、２３条、２
６条の２、第２７条、第３４条

精神保健福祉法におけ
る一般人の申請・警察官
通報・精神科病院管理者
の届出から指定医の診
察等の事務の都道府県
から中核市、保健所設置
市への移譲

精神保健福祉法第２２条、２３条、２６条の２における一般
人の申請・警察官通報・精神科病院管理者の届出受理
後の調査、診察依頼、立会い、移送等に関する事務権
限を都道府県から中核市及び保健所設置市へ権限移
譲する。

【支障事例】
精神保健福祉法第２２条、２３条、２６条の２の規定により、自傷他害の恐れがあると認められた精神障害者
については、最寄りの保健所長を経て、都道府県知事が申請・通報・届出を受理し、知事は調査の上、必
要があると認めるときは、精神保健指定医の診察を行っている。
また、診察の結果、今後も自傷他害の恐れがあると認められた時には、知事は国等の設置した精神科病
院及び指定病院に移送し、入院させることができることとなっている。
このように、現在、申請・通報・届出の受理のほか、その後の調査、診察依頼、立会い、移送等に関する業
務についても、すべて都道府県保健所において対応しているところであるが、県保健所から、保健所設置
市までの管轄警察署までは１時間３０分程度を要する移動距離があり、対象者に対し、早期の対応が出来
ないなどの支障をきたしているところもある。また、保健所設置市の通報対象者が、再通報になる事例も複
数みられる状況にある。
【制度改正の必要性】
よって、日頃から対象者や家族の生活相談・支援を行っている機関は、身近な市保健所であることから、こ
れらの業務を市保健所が実施するように権限を委譲することで、入院の段階から、退院に向けた支援の対
象として、退院後の再発防止や定期的な通院継続までの一貫した支援策を計画することができるととも
に、長期入院防止や患者の社会復帰に向けた早期の支援が可能となる。
【参考】
Ｈ２５年度の県内の全通報件数は１８９件、保健所設置市管轄県保健所通報件数　９８件、内保健所設置
市管轄保健所件数　７３件　約７５％を占める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html



302 / 528 ページ

URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【厚生労働省】
（17）セーフティネット支援対策等事業
セーフティネット支援対策等事業費補助金について、平成27年度からの新制度の詳細が固ま
り次第速やかに、年間協議スケジュールを、地方公共団体に周知する。

【厚生労働省】平成27年度生活困窮者自立相談支援事業費等負担金
等に係る国庫負担協議等について（依頼）（平成27年3月26日付け厚
生労働省社会・援護局地域福祉課長補佐、厚生労働省社会・援護局
保護課長補佐事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_603

－ － － － － －

６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅲ）地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の指定（42条の２
第１項及び54条の２第１項）については、当該サービス事業所所在地の市町村長の同意を得
て（78条の２第４項４号及び115条の12第２項４号）、他の市町村長が指定することで、当該他
の市町村の被保険者もサービスを利用できること、及び市町村長間の協議により事前の同意
を得ることで、指定手続の簡素化も可能である（78条の２第10項及び115条の12第７項）ことを、
地方公共団体に改めて周知する。

【厚生労働省】「平成26 年の地方からの提案等に関する対応方針」を
踏まえた介護保険上の指定手続の簡素化に係る再周知について（平
成27年4月10日付け厚生労働省老健局高齢者支援課、振興課、老人
保健課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_605

５【厚生労働省】
（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
診察及び保護の申請、警察官の通報及び精神科病院の管理者の届出等の受理、届出等に
基づき行われる指定医の診察、入院措置及び移送等を中心とした措置入院に関する事務に
ついて、都道府県と保健所設置市又は特別区との調整により、地域の実情に応じて条例によ
る事務処理特例制度（地方自治法（昭22法67）252条の17の２第１項）を活用できることを改め
て周知する。その上で、条例による事務処理特例制度に基づく保健所設置市及び特別区に
おける事務処理の状況等も踏まえつつ、保健所設置市及び特別区への移譲について検討を
進める。
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H26 607 11_その他 都道府県 長崎県、大分
県、宮崎県、沖
縄県、山口県

農林水産省
（水産庁）

B　地方
に対する
規制緩和

漁船法施行規則第１４条第１項 漁船登録事務にかかる
水産庁報告の簡素化

都道府県が行っている漁船登録事務については、漁船
法施行規則第14条第1項に基づき毎月10日までに、前
月に登録した総トン数15トン以上の漁船原簿副本や登
録、変更、抹消等の処理件数を報告しているが、事務の
簡素化のため、報告を年１回とするとともに漁船原簿副本
の提出を廃止すること。

【支障事例】
本県には約２万４千隻の漁船が登録されており、本庁及び４地方機関で行っている漁船登録等にかかる
事務処理件数は約１万３千件（平成２５年度）にのぼることから、根拠法令を改正し、事務の簡素化をお願
いしたい。
漁船登録件数等の報告については、漁船登録の実態把握のためと思われるが、例えば｢鯨類の捕獲・混
獲・座礁等の実態調査」では鯨種毎捕獲、混獲、座礁等の頭数を年１回報告（水産庁長官通知）してお
り、漁船登録件数を月毎に報告しなくても、年１回報告で問題ないと考える。また、漁船原簿副本の提出に
ついては、都道府県において適切に管理を行えば、水産庁への報告は不要と考える。
【制度改正の必要性】
毎月の報告や漁船原簿副本の提出を廃止し、年１回の報告とすることで、事務の簡素化が図られるととも
に、集計作業等を行う時期を、他業務の状況に合わせて調整できることから、業務の効率化につながる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 608 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 農林水産省
（水産庁）

B　地方
に対する
規制緩和

平成21年3月27日20水港第
2607号水産庁長官
水産物供給基盤整備事業等実
施要領の運用について

水産基盤整備事業の実
施要領の改正による計画
変更事務の簡素化

「水産物供給基盤整備事業等実施要領の運用　第2の3
（1）イ」においては「２０％以上の増減がある場合には、国
の承認が必要である」となっているが、この２０％以上の
増減を３０％以上の増に緩和すること。

【支障事例】
水産基盤整備事業の事業基本計画において、「各計画種目ごとの計画数量の変更であって２０％以上の
増減がある場合」は、国の承認が必要となっているが、詳細設計の結果や地元調整、社会情勢の変化等
により個別施設の計画延長に２０％以上の増減が生じた場合、国の承認を待ってからの補助金申請とな
り、その手続きに早くても２～３ヶ月を要することから、工事の着手が遅れ、完了も遅れることとなる。
平成２５年度は、計画変更申請を行ったものが６件あり、うち２件については、今回の緩和をすることにより
計画変更申請が不要な案件である。
①用地舗装面積が2,000㎡から1,300㎡へ変更になった箇所では、計画変更手続きに３ヶ月を要し、工事
着手が次年度へずれ込んだ。
②防風フェンス延長が120ｍから95ｍになった箇所においても計画変更手続きが必要であった。
【制度改正の必要性】
計画変更申請・承認が必要となる要件を、「３０％以上の増」に緩和することにより、事務作業の軽減、工事
の早期着手・早期完成が図られることから、実施要領の運用の改正をお願いしたい。
なお、事業実施計画においては、事業費の変更に伴う計画変更の申請・承認が必要となるのは、「工事費
目ごとの経費の増加額が当該経費の額の100分の30に相当する額を超えるもの」となっており、これを参
考に「３０％以上の増」とした。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 609 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱
別表１のⅠのメニューの欄の４

強い農業づくり交付金事
業（国庫補助事業）の要
件の明確化

強い農業づくり交付金の「経営資源有効活用の推進」メ
ニューにおける、鉄骨ハウス補改修の補助対象基準を明
確化し汎用性を高めること。

【制度改正の必要性】
離農した農家や後継者不在の農家が有する経営資源を、既存農家の規模拡大や新規就農者への営農
に有効に活用することが事業の趣旨であり、実施要領には「既存の鉄骨（アルミ骨を含む。）ハウス（基礎を
有するものに限る。）について、補修及び改修による整備を行うことができるものとする」とあるが、農林水産
省からは、補助対象である鉄骨ハウスの補修後の強度が、低コスト耐侯性ハウス並みであること、との指導
を受けている。
しかし、現場で活用が検討されるハウスは、強度が低コスト耐候性ハウスに満たないものがほとんどであ
る。これらのハウスが補修・改修の補助対象となれば、新規参入者等が就農する際、低コストでハウスを取
得でき、経営安定支援策として活用しやすくなる。よって、事業検討時の現場での混乱を防ぐためにも、鉄
骨ハウスの強度基準を実施要領等において明確化し、現場で普及するタイプのハウスも事業対象とすべ
きである。
【支障事例】
長崎県内では、ほぼ全てのハウスについて、ソイルセメントによる基礎部強化の補強を行っている。しか
し、現場で普及するタイプのハウスを補修し、低コスト耐候性ハウス程度の強度を有するためには、ハウス
基礎の周辺を全て掘削し、ソイルセメントで固め戻す等の必要があり、多額の事業費を要することになる。
この場合、ハウスを新設で導入した方が、費用が安く済むことも考えられる。また、台風シーズンを避けて
作付けする等の理由により、低コスト耐候性ハウスの強度を必要としない品目（いちご等）の場合には、過
分の補改修となる。これらの理由により、本県における本事業の執行は、過去０件の状況である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 611 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

野菜生産出荷安定法施行令第
１条

野菜生産出荷安定法施
行令の対象出荷期間の
緩和

野菜生産出荷安定法施行令第1条で定められている出
荷期間を、地域の実情に合わせて設定できるようにする
こと。

【支障・制度改正の必要性】
野菜生産出荷安定事業において、野菜価格暴落時に価格差補填給付金を交付することにより、野菜農家
経営を安定させ、再生産を促し、消費者への安定供給を図っているところであるが、野菜生産出荷安定法
施行令第1条で定められている出荷期間を、地域の実情に合わせて設定できるようにすること。
（具体例）　春だいこん　4月1日～6月30日　→　3月1日～6月30日
春だいこんの集荷については、３月に全体比率の３割を占めており、比重が高いため、集荷期間の延長が
必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html



304 / 528 ページ

URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６　【農林水産省】
（２）漁船法（昭25法178）
漁船の登録等の報告書の提出（施行規則14条１項）については、毎月から年１回に変更すると
ともに、登録した総トン数15トン以上の動力漁船に係る漁船原簿の副本の提出（同項）につい
ては、廃止する。

６　【農林水産省】
（16）水産物供給基盤整備事業
事業基本計画の変更に係る水産庁長官の承認については、計画変更手続が円滑に進むよ
う、承認申請に当たって特に留意すべき事項などに関して、地方公共団体に改めて情報提供
を行う。

【農林水産省】水産基盤整備事業の事業計画の変更に当たっての留
意事項について（平成27年2月27日付け水産庁漁港漁場整備部計画
課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_608

－ － － － － －

－ － － － － －
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H26 612 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農業競争力強化基盤整備事業
実施要綱、要領

農業競争力強化基盤整
備事業・農地整備事業・
中山間地域型にかかる
採択要件の一部（水田要
件）撤廃

農林水産省の補助事業である「農業競争力強化基盤整
備事業」の中でも、農地の基盤整備を行う「農地整備事
業」のメニューである「中山間型」について、実施要件とし
て「受益面積１０ｈａ以上」、付加要件として「水田が５０％
以上」となっている。
このうち「水田５０％以上」を撤廃する。

【支障事例】
農業競争力強化基盤整備事業の農地整備事業については、平成２６年２月の要綱改正により、従来の採
択要件である「受益面積２０ｈａ以上」を中山間地域に限っては「１０ｈａ以上」に緩和した「中山間地域型」が
新たに創設されている。
長崎県の農地は大半が中山間地域で狭小農地も多いため、受益面積２０ｈａ以上を確保できない場合もあ
ることから有効な要綱改正だと考えているが、その対象地域には水田が５０％以上という制限がかかってお
り、畑地帯においては、従来どおり２０ｈａ以上となっている。
【制度改正の必要性】
長崎県では、「県民所得向上」を政策目標としており、農業に関する施策として、整備が遅れている畑地帯
の区画整理を重点的に推進することで農業所得の向上を図ることとしている。今回新たに創設された制度
の有効活用のため、畑地帯においても中山間地域型を適用できるよう、要件撤廃が必要。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 613 01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 長崎県 農林水産省
（林野庁）

B　地方
に対する
規制緩和

森林法第３４条第２項 保安林内作業（土地の形
質の変更）許可の一部廃
止

森林経営計画に基づいて整備される森林作業道につい
ては、保安林内での土地の形質の変更に伴う行為で
あっても、保安林内作業許可申請及び伐採届は不要と
する。

【支障・制度改正の必要性】
森林法第３４条第２項に、「保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立
木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その
他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。」となっている。
近年、間伐材を搬出するための森林作業道の開設が多く、林業公社等の一部事業体の負担が多大なも
のになっている。
そこで、市町村長が審査・認定を行う、森林経営計画に記載された森林作業道等の整備については、保
安林内作業（土地の形質の変更）許可を不要とできないか。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 614 11_その他 都道府県 長崎県 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

後進地域の開発に関する公共
事業に係る国の負担割合の特
例に関する法律施行令第１条第
１項ニ

後進地域の開発に関す
る公共事業に係る国の負
担割合の特例の拡大

現在定められている後進地域の開発に関する公共事業
に係る国の負担割合の特例対象地の指定を無くす。

【支障事例】
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例の適用地域は事業によって条件が付さ
れ、治山施設及び地すべり防止施設の工事に際しては、一級河川または二級河川 の流域におけるもの
に係る補助事業のみが対象になっている。しかし、離島半島を多く抱え海岸に面した集落の保全が大半
を占める本県では、施工箇所によっては対象とならない事業が大半となるため、その特例の対象を地域全
体に広げることはできないか。本県では平成２４年度に９２箇所で治山事業を実施したが４６箇所が対象と
なったものの残りの半分に当たる４６箇所については対象外となった。対象外となった４６箇所の内訳は本
土２箇所、半島１８箇所、離島部２６箇所となっており、半島・離島部を多く抱える本県においては折角の特
例措置も十分に行き渡っていない状況である。
【現況】
H24年度の事業実績は別紙のとおり。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 615 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 農林水産省
（林野庁）

B　地方
に対する
規制緩和

林野庁長官通達16林整治第２３
１７号

治山事業の採択要件の
緩和

過疎化が進む離島地域における治山事業採択基準の
緩和

【支障・制度改正の必要性】
現在治山事業の採択条件の一つに市街地集落の保護を目的とする場合、人家１０戸以上の要件となって
いる。しかし、離島においては１０戸未満の集落が多く点在しており、森林の荒廃があっても現行採択基準
の人家１０戸以上を満たさないところもある。
そこで、国の採択基準を１０戸以上から５戸以上・全体計画額及び年度計画額半減等の緩和出来ない
か。
(例：現在離島地区では水源地域等保安林整備事業は事業対象地域の保安林面積が内地50haのところ
25ha以上となっている。）具体的事例としては過去２年間で採択基準が５戸以上１０戸未満の為国庫補助
事業にのらず県単独で実施せざるを得なかった地区は五島地区３箇所、対馬地区１箇所となる。また、県
における予算措置の関係もあるが、規模によっては複数年にまたがる事業となっている。併せて、復旧治
山事業においては全体計画額７０，０００千円以上となっており、もっと事業に取り組みやすくするために１
／２まで引き下げを希望する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 617 06_環境・衛
生

都道府県 長崎県 環境省 B　地方
に対する
規制緩和

鳥獣の保護及び狩猟の適正化
に関する法律第44条

狩猟免許の有効期間の
延長

現行の鳥獣保護法では、狩猟免許の有効期間は免許の
種類に関わらず一律基本３年とされている。狩猟免許の
内、比較的安全なわなと網の免許について、有効期間を
６年に延長すること。

【支障・制度改正の必要性】
近年、野生鳥獣による農作物等への被害が増加する中、農作物と集落を守るため、有害鳥獣捕獲を目的
に、農業者や地域住民自らがわな免許を取り「捕獲隊」など捕獲組織を作り対策を行っており、毎年約３万
頭のイノシシが捕獲されている。捕獲されるイノシシの約９６％が有害鳥獣捕獲によるもので、さらにその約
９４％がわなによる捕獲である。
現在長崎県では、狩猟免許取得や捕獲技術向上への支援を実施し、新規の免許所持者を増やしている
が、捕獲の実践不足や高齢化等で免許を手放す者も多い状況である。
新規に免許を取得しても、３年間では捕獲技術が上達できない初心者や、高齢で引退する熟練者等は、
更新手続きや経費負担が必要となる３年に１回の更新をきっかけに免許を手放してしまう事例が多い。狩
猟免許の更新時には、適性検査と併せ、法令や安全対策等の講習が実施される。
近年の銃猟による狩猟事故に対し、比較的安全なわなと網の免許については有効期間を延長し、狩猟者
の確保を図ることを提案します。
なお、わな免許と銃猟免許の両方を所持する者が同時更新を可能とするために、５年ではなく６年とする。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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６　【農林水産省】
（23）農業競争力強化基盤整備事業
　　農地整備事業のうち中山間地域型については、水田地帯を対象としたものであるため、水
田の面積が50％以上の地域を対象としているが、これに満たない場合においても、地区の状
況を踏まえて判断することとしている旨を、地方公共団体に周知する。

【農林水産省】農業競争力強化基盤整備事業 農地整備事業（中山間
地域型）の対象地域について（平成27年2月20日付け農村振興局中山
間地域振興課事業推進班課長補佐事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_612

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

６【環境省】
（５）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平14法88）
狩猟免許の有効期間（44条２項）については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の
一部を改正する法律（平26法46）の施行状況を踏まえ、都道府県の意見や安全確保に留意し
つつ、狩猟者確保のための総合的な方策の一環として、その在り方を検討し、必要な措置を
講ずる。
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H26 618 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 強い農業づくり交付金の
要件緩和

強い農業づくり交付金における面積要件について、都道
府県知事が､地域の実情により必要と認めた場合にあっ
ては要件を緩和できることとする。

【支障事例】
強い農業づくり交付金においては、取組に係る品目毎に面積要件が設定されており、中山間地域等につ
いては要件緩和されているものの、露地野菜、施設野菜等の大きな分類であるため、インゲンマメやス
ナップエンドウ等の労働集約的な品目においては取組が困難となっている。
【制度改正の必要性】
離島や中山間地域等を多く有する長崎県の地理的条件に適した農業振興を図る上では、軽量高単価が
期待できる労働集約的な品目の推進が必要であることから、受益戸数や下限事業費と同様、面積要件に
ついても、都道府県知事が地域の実情により必要と認めた場合にあっては、要件を緩和できるよう規制緩
和を行うことで、離島や中山間地域等における農業振興と活性化につなげることができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 619 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 強い農業づくり交付金の
要件緩和

強い農業づくり交付金における
受益戸数要件の５戸については、都道府県知事が、地
域の実情により必要と認めた場合にあっては３戸とするこ
とができるが、離島に限り２戸まで緩和できることとする。

【支障事例】
強い農業づくり交付金の受益戸数要件の５戸については、都道府県知事が、地域の実情により必要と認
めた場合にあっては３戸とすることができるが、離島においては担い手が限られており、受益戸数３戸の確
保が困難となる場合がある
【制度改正の必要性】
離島に限っては受益戸数要件を２戸まで緩和することで、限られた意欲ある担い手の規模拡大等を促進
し、離島における農業振興を図ることができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 620 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

「農業用機械施設補助の整理合
理化について」（昭和57年4月5
日付け57予第401号農林水産事
務次官依命通知）等

「農業用機械施設補助の
整理合理化について」等
の見直し

補助対象とする範囲の基準を示している「農業用機械施
設補助の整理合理化について」等を見直し、都道府県が
策定している特定高性能農業機械導入計画に則した機
械等については補助対象とできるよう規制緩和を行う。

【支障・制度改正の必要性】
「農業用機械施設補助の整理合理化について」（昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官
依命通知）等において、補助対象とする範囲の基準が示されているが、傾斜地が多く圃場面積が狭いと
いった長崎県の圃場条件や、葉菜類における半自動移植機の方が適する等の品目毎の栽培特性によっ
ては、基準に示された機械等の能力が適さない場合がある。
このため、地域の実情に合わせて都道府県が策定している特定高性能農業機械導入計画に則した機械
等については、補助対象とするよう規制緩和を行うことで、効果的な産地振興につながる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 621 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 強い農業づくり交付金に
おける農業用機械の補
助対象化

強い農業づくり交付金において、農業用機械を補助対
象とする。

【支障事例】
中間管理機構等を活用した担い手への農地集積・規模拡大や加工・業務用野菜の推進等を図っていく
上で、農業用機械の導入は必須であるが、強い農業づくり交付金においては、平成22年度以降、共同利
用機械整備が補助対象から除外されている。現在、機械の導入が可能な国庫補助事業として、経営体育
成支援事業や農山漁村活性化プロジェクト支援交付金等があるが、経営体育成支援事業は事業規模や
対象地域が限定されており、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金での機械の整備においては、最も
活用が想定される農業者が組織する団体等での取り組みができない。
【制度改正の必要性】
長崎県においては、今後、大規模経営を行う担い手の育成や加工・業務用野菜の推進等を図っていくこ
ととしており、強い農業づくり交付金において共同利用機械が補助対象となれば、取組が促進されると考
える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 622 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

かんがい排水事業便覧Ｐ３４２
第３章質疑応答（６）
通達　昭和４８年２月８日構改Ｂ
第１９３号｢土地改良法の一部を
改正する法律の運用について」
補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律
第１７条、第１８条

かんがい排水事業で建
設した農業用ダム用水の
利用緩和

かんがい排水事業で建設したダム用水は、土地に着目し
た利用しか出来ないため、かんがい用水、防除用水、施
設園芸用水以外の利用は目的外使用となってしまう状況
にある。このため、社会情勢の変化による営農飲雑用水
などへの要望にも対応できるように制度の規制緩和を行
う。

【支障・制度改正の必要性】
農業用水確保のためにダムが建設できる事業は、かんがい排水事業と畑地帯総合整備事業の２つの事
業があります。
しかしながら、かん排事業は土地に着目したかんがい用水に使用が限定されているのに対し、畑総事業
では営農飲雑用水への使用も事業目的となっております。これは、かん排事業を原点として土地改良法
が施行され、中途、多様な農業経営に対応するために昭和４３年に畑総事業を創設しその後、水需要の
社会的状況の変化を鑑み昭和４８年に土地改良法の改正を行い、かんがい排水施設を畑総事業と同じよ
うに農業用用排水施設として改正されましたが土地に着目した観点は変更されずに防除用水や施設園芸
用水への利用が可能となっただけのもであります。
かんがい排水事業で建設したダムは、畑総事業で建設したダムと同じように農業用水を確保するためのダ
ムでありながら畜産用水などの営農飲雑用水への使用が取り組めない事業制度になっており、ダム建設
後の農村地域の過疎化や高齢化などによる耕作放棄地の増大など社会情勢の変化に伴う、かんがい用
水の余剰も考えられるなか高額なインフレ整備を行った農業用ダムの有効な利活用とともに水使用料によ
る土地改良区による維持管理費などの経費軽減、農業の競争力強化に資するための畜産用水などの営
農飲雑用水について取り込めるような制度緩和が必要と考えられます。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

－ － － － － －

６　【農林水産省】
（26）農業機械の導入に係る支援施策に関する事務
農業機械の導入に係る支援施策の検討に当たっては、地方の意見や地域のほ場条件、品目
ごとの栽培特性等を踏まえた上で、施策目的に照らし必要な措置について検討を進める。

－ － － － － －

６　【農林水産省】
（22）農業生産基盤整備事業（かんがい排水事業）
かんがい排水事業で整備した農業用ダムの貯水の使用については、営農飲雑用水など補助
対象財産の本来の目的の外であっても、地域活性化に資する目的での使用であって、地方公
共団体等に収益が生じない限り、補助金の返還を伴わないことを、地方公共団体に通知す
る。

【農林水産省】平成26 年地方分権改革に関する提案への対応につい
て（平成27年2月2日付け水死原課課長補佐（水利資源利用推進班）
事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_622
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H26 623 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

「農業競争力強化基盤整備事
業水利施設整備事業（排水対
策特別型）」
「農山漁村地域整備交付金水
利施設整備事業（排水対策特
別型）」
同上要綱・要領

水利施設整備事業（排水
対策特別型）の要件緩和

事業実施に際して、受益面積２０ｈａ以上で末端支配面
積５ｈａ以上が採択要件であるが末端支配面積区域につ
いては特例の場合を除き排水対策整備が出来ない。農
地を汎用化し高度利用を図るためには暗渠排水などが
出来るように末端支配面積区域での整備について要件
緩和を行う。

【制度改正の必要性】
排水対策特別事業は、水田を対象として転作作物を取り入れた収益性の高い水田農業を確立するため
に創設された事業でありますが、現行制度においては受益農地のうち基幹排水路に接続されてる末端支
配面積区域については排水路整備ができない制度になっております。
水田フル活用の農業施策が始まった現在、水田は畑と同等の乾田化が求められており、常時地下水位の
強制低下が必要不可欠であります。そのためには全ての受益地に排水路を整備することが求められてお
り、同じ事業受益者でありながら隣接して排水路が整備された農地と整備されていない農地がある結果と
なってしまいます。
排水対策事業により基幹排水施設を整備し、二次整備として末端支配面積区域の排水路などは別途事
業で実施することと理解しておりますが、干拓地などの低平地にある水田地帯においては排水路整備が
主工事となることから制度内容の見直しを行ったほうが施策ともマッチするのはないかと考えます。
事業制度上、受益地内であっても末端支配面積と重複しない区間までしか排水対策（排水路）整備が出
来ないが、農地の汎用化を促進するには末端支配面積区域についても地下水位を下げるために暗渠排
水などの計画が必要であり、そのためには排水路整備が必要不可欠と考えられます。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 625 01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 長崎県 農林水産省
（林野庁）

B　地方
に対する
規制緩和

森林・林業再生基盤づくり交付
金実施要綱第２の２

国補助事業における事
業主体要件を林業者２戸
以上に緩和すること

国補助事業（森林・林業再生基盤づくり交付金等）にお
ける特用林産振興施設等の整備を行う際、その事業主
体が林業者等で組織する場合、５戸以上が要件となって
いるが、離島においてはこれを２戸以上に要件を緩和す
る

【支障事例】
本県では、高齢化とともに若年労働者の流出が続き、人口減少が加速しており、特に離島において顕著
である。
さらには、全国的なしいたけ需要や価格低迷の影響も相まって、県内主産地対馬では基幹産業としての
存続が厳しい状況に置かれている。
これらを背景として、県では労働軽減や商品の高品質化を目的に、人工ホダ場や乾燥機、散水施設など
の導入支援を行っているが、林業者等が組織する団体が事業を行う場合、５戸以上が要件となっており、
事業を進める上で大きな障壁になっている。
【制度改正の必要性】
このため、要件を緩和することにより、一定規模の生産団地化を進め、足腰の強いしいたけ生産を目指し
たい。
平成１８年から２５年までの８年間で１３の団体が新規事業体が参入していることから、２戸以上に規制緩和
することで、２～３倍の参入が見込める。
【参考】
平成１８年から２５年までの８年間で、市開催の説明会で参画の意向を示したものの、５戸以上の要件に満
たず断念した生産者数は、年平均１０名～２０名いた。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 627 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

耕作放棄地再生利用緊急対策
実施要綱

耕作放棄地再生利用緊
急対策交付金における
簡易な基盤整備の緩和

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金について、耕作放
棄地に隣接する森林、原野等についても一体的に整備
できるよう制度の緩和を行うこと。

【支障事例】
本県では、生産基盤整備と農地の集積により、経営力の強化に取組んでいるところであり、耕作放棄地の
活用による規模拡大の場合は、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を有効に活用しているところであ
る。
しかし、離島や半島、中山間地域においては、一筆あたりの面積が小さいため、耕作放棄地と隣接地を一
体的に再生し、農地として利用することが有効と考えられるが、隣接地が原野等農地以外の地目となって
いるケースも多く、一体的な解消に取り組めない状況にある。
【制度改正の必要性】
小面積の耕作放棄地の解消を加速させるためにも、耕作放棄地を含む複数筆を一体に整備する場合に
おいては、原野等についても当該交付金の支援対象していただくよう、要件緩和を要望する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 628 08_消防・防
災・安全

都道府県 長崎県 防衛省、内
閣府、総務
省（消防庁）

A　権限
移譲

自衛隊法第83条第１項
災害対策基本法第６８条の２

自衛隊に対する災害派
遣の要請手続きの都道
府県知事から市町村長
への権限移譲

自衛隊への災害派遣の要請手続きを、都道府県知事か
ら直接市町村長まで拡大する権限移譲

【支障・制度改正の必要性】
現状では、自衛隊法第８３条第1条により、災害発生後、人命・財産の保護のために必要がある場合、市町
村長が都道府県知事に依頼し、自衛隊への災害派遣要請をすることが原則となっている。
しかしながら、市町村合併も進展し、区域が広域化するとともに、災害の種類の多様化、大型化している中
で、より迅速に効率的に対応するためには、市町村長の権限として、直接災害派遣要請ができることが求
められると考える。
台風や大雨などの風水害はある程度の予測・準備の対応は可能であるが、地震や大規模な事故などの
対応は特に緊急性を要するので、避難勧告、避難指示の権限を有する市町村長の判断のバックボーンと
なるものと考える。
市町村長へ権限を拡大しても、同時に都道府県知事への通知や報告を行うことで、都道府県の応援や協
力体制も可能になるものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

－ － － － － －
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－ － － － － －
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H26 629 08_消防・防
災・安全

都道府県 長崎県 総務省（消
防庁）

B　地方
に対する
規制緩和

消防組織法第44条第１項、第2
項

緊急消防援助隊の要請
方法の見直し

緊急消防援助隊の要請について、被災地の市町村長が
いかなる場合でも都道府県知事を経由せず、直接消防
庁長官へ応援要請することができるよう規制緩和を行う

【支障・制度改正の必要性】
緊急消防援助隊は、大規模災害で都道府県内での対応が困難な場合、県域を超えた消防の応援体制で
あり、原則としては消防組織法第44条第１項により、緊急消防援助隊を要請する場合は、都道府県知事を
通じ、消防庁長官へ応援要請をすることとなっている。なお、緊急消防援助隊運用要綱第６条第２項で都
道府県知事と連絡を取ることができない場合には、直接消防庁長官に対して要請するものとする、とされて
いる。
しかしながら、緊急消防援助隊の応援要請は、県内での広域応援体制では消防活動が対応できない大
規模な緊急性のある活動要請であり、消防管理者は市町村長であることからも、都道府県知事を経由せ
ずに直接消防庁長官へ要請を出すことが効果的効率的である。
なお、市町村長から直接消防庁長官へ派遣要請した状況を都道府県知事へ通知・報告することにより、
都道府県の応援体制も可能となるものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 630 05_教育・文
化

都道府県 長崎県 文部科学省
（文化庁）

対象外 文化財保護法第43条 歴史的建造物の活用に
おける文化財保護法の
規制の一部緩和（重文施
設）

地方公共団体が所管する重要文化財等の活用にあたっ
て、当該文化財の保存や価値に影響を及ぼさない範囲
で、一時的に現状を変更するが、容易に原状に復するこ
とが可能行為については、文化財保護法第４３条による
文化庁長官の許可を要しないものとする。

＜提案の詳細は別紙のとおり＞
重要文化財については、文化財保護法第４３条によって、その現状を変更し、又はその保存に影響を及
ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならないこととなっている。
【支障事例】
現在、重要文化財である長崎市の旧香港上海銀行長崎支店記念館（長崎市所有。以下「記念館」とい
う。）内に設置している「長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム」（長崎県と長崎市で共同設置。以
下「ミュージアム」という。）の展示等について、文化庁との事前協議において困難との判断が示される場合
が多い。
【制度改正の必要性】
記念館の利活用と保存の調和を図りながらミュージアムの展示内容を充実させ、これを広く広報すること
は、誘客効果が高く、重要文化財の価値そのものを広く知っていただくことにも繋がると考えられるので、
記念館の保存に影響を及ぼさない範囲での展示や外壁の掲示等を積極的に行うことは、文化財行政の
観点からも必要な取組と考えている。
【改正の内容】
文部科学省令で定める「維持の措置の範囲」の拡大と、保存に及ぼす影響が軽微な行為の範囲拡大を提
案する。

－

H26 631 05_教育・文
化

都道府県 長崎県 文部科学省
（文化庁）

B　地方
に対する
規制緩和

文化芸術振興費補助金（地域
発・文化芸術創造発信イニシア
チブ）交付要綱

文化芸術振興費補助金
（地域発・文化芸術創造
発信イニシアチブ）の採
択時期の変更

文化芸術振興費補助金（地域発・文化芸術創造発信イ
ニシアチブ）の採択時期を前年の12月までに変更

【支障・制度改正の必要性】
文化芸術振興費補助金（地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ）について、「ながさき音楽祭」事業を
平成２６年度募集案内に基づき平成２５年１２月に申請したが、平成２６年３月に不採択の通知があった。
「ながさき音楽祭」は平成２４年度に３年間継続する事業として申請しており、平成２６年度はその３年目に
あたる申請であった。各関係団体を通じて事業実施を計画していたが、不採択になったことにより大幅に
計画を修正せざるを得なかった。
平成２６年度の申請についてはこの事業に限らず、全国で１９４件中７９件が不採択となっている。この補助
金がつくことが前提で予算を組んでいる自治体も多いと思われるところであり、採択される可能性が低いこ
とが前提の補助金であるのであれば、各地方自治体の予算要求の変更が可能な時期（少なくとも前年１2
月まで）に採択の成否が示されるようなスケジュールに変更していただきたい。
また、採択された場合においても、採択後、補助対象事業にかかる出演者や関係者などと十分な調整を
図る必要があるため、可能な限り早期の採択が望ましい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 632 11_その他 都道府県 長崎県 内閣府 B　地方
に対する
規制緩和

特定非営利活動促進法第５９条
第２号

ＮＰＯ法人仮認定申請に
係る設立後経過年数の
延長

特定非営利活動促進法において、仮認定特定非営利活
動法人の申請ができる法人は設立から５年を超えない法
人に限定されている。平成27年３月31日までに申請する
場合は経過措置により、５年を経過した法人も可とされて
いるが、今後とも設立後５年を越える法人も仮認定申請
ができるよう法改正を求める。

【支障・制度改正の必要性】
認定特定非営利活動法人になるためには、収入金額に占める寄附金の割合が20％を超えること、又は年
3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上といった「PST基準」を満たす必要があるため、この基準が
要件となっていない仮認定特定非営利活動法人制度は、今後、幅広く人々の寄附をはじめとした支持を
集め活動を充実していこうとする特定非営利活動法人にとっては、重要な支援制度となっている。仮認定
申請は、特定非営利活動促進法第59条第２号の規定により、設立の日から５年を経過しない法人に限ら
れているが、現在は、平成27年３月31日までの経過措置により５年を超える法人も申請が可能となってい
る。特定非営利活動法人の支援充実のため、５年を経過しても、仮認定特定非営利活動法人制度を利用
できるよう法改正を求めたい。
仮認定申請及び相談のある法人は、ほとんどが設立後５年を超えている。仮認定申請であっても、基準を
満たす運営に到達するまではある程度の活動期間が必要であり、設立後５年を超える法人のニーズは高
いと考える。
＜本県の状況＞
仮認定特定非営利活動法人　３団体　仮認定の時期　設立後７年経過１法人　８年経過１法人　10年経過
１法人
現在仮認定の相談があっている法人　５法人　うち設立後５年を経過している法人　４法人

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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６【総務省】
（２）消防組織法（昭22法226）
緊急消防援助隊の応援等に係る市町村長、都道府県知事及び消防庁長官の間における情
報提供について、消防の応援等に関する要綱等において明確化する方向で検討し、平成26
年度中に結論を得る。

【総務省】緊急消防援助隊運用要綱の見直しについて（平成27年3月
31日付け消防庁長官通知）
【総務省】緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱等の改正
について（平成28年3月30日付け消防庁長官通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_629

－ － － － － －

６【文部科学省】
（８）文化芸術振興費補助金
地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ（平成27年度以降は、文化芸術による地域活性化・
国際発信推進事業）については、地方公共団体の予算措置の時期に配慮して従前よりも早期
に採択できるよう、平成28年度分以降の募集手続について、募集開始から採択までのスケ
ジュールを見直す。

－ － － － － －
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H26 633 06_環境・衛
生

都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

食品衛生法第11条、第48条、第
52条
食品衛生法施行令第13条、第
35条第34号
平成19年3月30日食安発第
0330001号「食品、添加物等の
規格基準の一部を改正する件
について」

規格基準が定められた添
加物からの、粗製海水塩
化マグネシウム(にがり)の
除外

都道府県知事が許可する添加物製造業に関して、平成
１９年３月３０日付け国の通知により規格基準が定められ
た、６３の添加物から、粗製海水塩化マグネシウム(にが
り)を除外すること。

【支障・制度改正の必要性】
粗製海水塩化マグネシウム(にがり)を含む６３の添加物については、「食品、添加物等の規格基準の一部
を改正する件について」平成１９年３月３０日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知により、新た
に規格基準(食品衛生法第11条第１項)が定められた。
これにより、粗製海水塩化マグネシウムの製造については、都道府県知事が行う添加物製造業の営業許
可と食品衛生管理者の設置が義務付けされ、平成２０年４月１日より施行されることとなったが、粗製海水
塩化マグネシウムの営業許可等に係る経過措置期間が設けられており、現在も従前の例（営業許可及び
専任の食品衛生管理者の設置が不要）によることができるとされている。
しかしながら、その経過期間が終了した場合、添加物製造業の営業許可と食品衛生管理者の設置義務が
発生するが、「食品衛生管理者」は、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の資格を有する者、畜産学、水産
学、農芸化学の過程を修了したもの、食品衛生管理者養成施設で所定の過程を修了したもの、食品衛生
管理者養成講習会の課程を修了したもの等の要件がある。
県内の粗製海水塩化マグネシウム製造業者は、経営者を含め従業員に要件を満たしているものは少な
く、零細事業者が多数であり、要件を満たすためには、多額の費用と期間を要するため、廃業せざるを得
ない事業者が多数生じることが予想される。
【参考】
粗製海水塩化マグネシウム（にがり）とは、海水から食塩を製造する際に副産物として発生するもので、事
業者はこれまで豆腐凝固剤や調味料として販売し、広く利活用されている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 634 07_産業振
興

都道府県 長崎県 経済産業省 B　地方
に対する
規制緩和

計量法施行令第２５条
基準器検査規則第５条第１項第
３号

計量法で定める基準器
検査に係る規制緩和

全量25Lを超える液体メーター用基準タンク（燃料油メー
ターの検査を行うもの）の基準器検査を都道府県が行え
るよう規制緩和すること

【支障事例】
計量器の検定等を行う計量器の検査（基準器検査）については、計量法施行令第２５条第１項及び基準
器検査規則第５条第１項第３号により都道府県が検査を行うものが定められている。
県の計量検定所が所持する全量２５Ｌを超える燃料油メーターの検査に使用する液体メーター用基準タン
ク（５０L、２００Ｌ）は、県が検査を行うことはできず、茨城県に所在する（独）産業技術総合研究所にて基準
器検査を受検する必要がある。また、検査は、計量法第１０４条により、５年に１回受けることとされている。
基準器検査の受検にあたっては、基準器運搬に多額の費用がかかり、検査期間も１～２ヶ月を要し、検査
に職員の同行が必要なことから大きな負担となっている。
【制度改正の必要性】
都道府県が基準器検査を行えるようにすることで、運搬費用や時間を軽減することができることから、基準
器検査規則第５条第１項第３号について、「全量が２５Ｌ以下の」要件を削除することを提案する。
なお、県では、液体メーター用基準タンクの他に、法１０４条に基づき定期的に検査を受けている基準器
（１０Ｌ、５L、その他の基準フラスコ）を所持しており、この基準器を活用することにより、適切な基準器（液
体メーター用タンク）検査を実施することが可能である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 635 06_環境・衛
生

都道府県 長崎県 環境省 B　地方
に対する
規制緩和

浄化槽法第48条 浄化槽保守点検業の登
録制度の合理化

浄化槽法に基づく浄化槽保守点検業登録の範囲につい
て、営業範囲が保健所設置市とそれ以外の市町村にま
たがる場合は、都道府県又は保健所設置市のどちらか
一方のみで可能とする規制緩和を行う。

【支障事例】
現在、浄化槽保守点検業の登録は、浄化槽法に基づき、都道府県及び保健所設置市（又は特別区）に
おいて行われている。
そのため、営業範囲が保健所設置市とそれ以外の市町村にまたがる事業者においては、都道府県及び
保健所設置市の両方において登録が必要である。
長崎県にて登録している保守点検業者173者のうち、保健所設置市（長崎市及び佐世保市）において重
複登録している事業者は31業者となっている（平成26年6月末現在）。
【制度改正の必要性】
ついては、事業者の行政手続きを緩和する観点から、都道府県及び保健所設置市のどちらか一方にお
いて浄化槽保守点検業登録を行うことで、県内一円で希望する営業範囲での営業を可能とするよう、法改
正をお願いしたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 636 03_医療・福
祉

都道府県 長崎県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

麻薬及び向精神薬取締法第５
条

麻薬取扱者の免許の期
限延長

麻薬取扱者の免許の有効期間について、免許の日の属
する年の翌年の１２月３１日までとなっている規定を、５年
後の１２月３１日までとすること。(最長６年の有効期間とす
る。)

【支障・制度改正の必要性】
麻薬免許証の最長有効期間は、麻薬及び向精神薬取締法第５条に基づき、最長２年間（免許の日からそ
の日の属する年の翌年の１２月３１日まで）となっている。
免許については、本県で年間１５００～２０００件程度の申請があるが、その大半の申請が１２月に集中する
ため、その事務処理に苦慮している。
免許の期限が延長されれば、免許申請が分散することにより、事務処理が円滑に進行すると考えられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

－ － － － － －

６【環境省】
（４）浄化槽法（昭58法43）
浄化槽保守点検業の登録（48条１項）について、都道府県と保健所設置市又は特別区が協議
の上で、地域の実情に応じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するという法の目
的に照らして適正な登録制度を設けることができることを、地方公共団体に周知する。

【環境省】浄化槽行政担当者会議資料（平成27年7月28日） https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_635

６【厚生労働省】
（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）
（ⅰ）麻薬取扱者の免許（５条）については、有効期間を最長２年から最長３年に延長する。



315 / 528 ページ

年別
管理
番号

関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年

H26 637 03_医療・福
祉

都道府県 長崎県 厚生労働省 A　権限
移譲

介護保険法第115条の32、115
条の33、115条の34

業務管理体制の整備等
に係る事務権限の中核
市への移譲

介護保険法第115条の32（業務管理体制の整備等）、
115条の33（報告等）及び115条の34（勧告、命令等）に
係る都道府県の権限を中核市に移譲する。

【制度改正の必要性】
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法律第72号）」の施
行に伴い、大都市特例の創設により、平成24年4月1日にそれまで都道府県が処理していた指定居宅
サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介
護予防サービス事業者の指定等、報告命令、立入検査等の権限が中核市へ移譲され、併せて、条例制
定の権限も中核市へ移譲されたが、介護保険法第115の32、同条の33及び同条34の業務管理体制に係
る事務は、いまだ都道府県の権限となっている。
業務管理体制は、介護サービス事業者に適切なサービス提供だけでなく、法令等の自主的な遵守を求め
て不正事案の再発を防ぎ、介護事業運営をさらに適正なものとするため、法人に対して法令遵守等の業
務管理体制の整備・届出を義務づけたものです。
現行では、個別の介護サービス事業所の指導・監督は中核市（長崎市）が行い、その法人の指導等（地域
密着型サービスのみを行う法人は除く）は長崎県が行っている。指導・監督を一体的に一貫して行う上か
らも、権限を中核市に移譲すべきと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 638 07_産業振
興

都道府県 長崎県 経済産業省 A　権限
移譲

商店街の活性化のための地域
住民の需要に応じた事業活動
の促進に関する法律第4条、第
11条

地域商店街活性化法に
基づく商店街活性化事
業計画の認定事務の権
限委譲

地域商店街活性化法に基づき商店街振興組合等が作
成する商店街活性化事業計画の認定権限を都道府県に
移譲する。

【制度改正の必要性】
地域商店街活性化法第４条において、商店街活性化事業を行おうとする商店街振興組合等は、作成した
商店街活性化事業計画について経済産業大臣の認定を受けることができることとされている。
同法第１１条により、国は商店街活性化事業の促進を図るため必要な支援を行うこととしており、国におい
ては地域商店街への補助事業を各種実施しており、上記の計画認定を受けた事業には補助率の嵩上げ
も行っている。
申請については、申請者（商店街）が直接国（経済産業局）へ計画書等を提出し両者で内容を調整するた
め、県には、計画の最終案について意見照会がされるのみである。
商店街活性化に関する事務は地域の実情に応じた視点が必要であり、都道府県において認定事務を行
うことにより、市町村や都道府県が実施する事業と横断的な連携を図るなど、計画実施の支援を進めること
ができ、商店街の活性化を図ることが可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 640 06_環境・衛
生

都道府県 長崎県 環境省 B　地方
に対する
規制緩和

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第14条
廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行令第6条

産業廃棄物処理に係る
規制緩和

FRP漁船を廃船処理するにあたり、地元造船所や漁協が
漁船を解体・運搬する場合、産業廃棄物の処理に係る許
可を例外的に不要とすること

【支障・制度改正の必要性】
長崎県内のFRP漁船は老朽化が進んでおり、漁業者の高齢化や廃業に伴い、今後廃船処理が増加する
とみられるが、漁船の多い離島等では、大村市にあるFRP船リサイクル処理場をはじめ島外の産廃処分場
に搬出する必要があるものの、産業廃棄物処理の許可を持った事業者が少なく、処分経費も高いため、
一部では漁船登録抹消後に不法に放置されている事例もみられる。
FRP漁船の廃船処理について、地元造船所や漁協が漁業者から持ち込まれた船を解体・集積し、まとめ
て島外処分場への搬出ができるよう、例外的に産業廃棄物処理関係の許可を不要とする規制緩和を行う
ことで、漁業者の処分経費の負担軽減が図られ、円滑な廃船処理につながるものである。
【参考】
長崎県内のFRP漁船数は約23千隻で、うち20年以上約19千隻、30年以上約10千隻
FRPリサイクルシステムは、県内では大村市の1箇所のみ。搬入は年3回。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 641 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

新規就農・経営継承総合支援
事業実施要綱

青年就農給付金の要件
緩和

青年就農給付金に係る対象者要件の「経営の全部また
は一部を継承する場合は、給付期間中に新規参入者と
同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画
であると市町村長に認められること」を離島地域に限って
適用外としていただきたい。

【支障・制度改正の必要性】
離島地域においては、本土地域と比較して、農業従事者のみならず人口の減少が顕著であり、早急な定
住及び人口減少抑制対策が必要である。また、資材の購入や生産物の出荷等に係るコストが本土地区と
比較して割高となり、かつ輸送についても気象の影響を受けるなど、本土地区に無い経営リスクを負って
いる現状がある。
一方、青年就農給付金（経営開始型）における対象者要件は、「経営の全部または一部を継承する場合
は、給付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると市町村
長に認められること」とされているが、離島部においては更なるリスクを求める要件となっており、離島に
戻って農業を継承しようと考える農家子弟の、就農のネックとなる場合があるため、中山間地域等直接支
払交付金と同様に、条件不利地域における適切な補完となるよう、本要件を離島地域に限って適用外とし
ていただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 642 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地集積・集約化対策事業実
施要綱

経営転換協力金の交付
要件の緩和

農振地域外に遊休農地を所有している農家においても、
経営転換協力金の交付対象としていただきたい。

農地中間管理事業において、リタイヤする農家等に対し、機構への農地貸し出しを推進するため、経営転
換協力金を交付する制度が平成26年度から始まっているが、当該農家等が遊休農地を所有している場合
は、その農地が農振地域外であっても協力金の交付対象外となっている。
農地中間管理事業における対象農地は、農振地域内の農地とされており、農振地域外の農地は中間管
理事業を介した再生利用の推進ができない。本県の場合、総農家数３８千戸のうち４７％の１８千戸の農家
が耕作放棄地を所有していることから、活用が困難な状況にある。
担い手への農地集積をさらに進めるために、農振地域外のみに遊休農地を所有している場合には、経営
転換協力金の対象とするよう、要件を緩和していただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

４【経済産業省】
（19）商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律（平21
法80）
（ⅰ）商店街活性化事業計画の認定（４条１項）及び商店街活性化支援事業計画の認定（６条
１項）については、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から
提出された当該計画に係る情報提供を、原則として経済産業局に事前相談があった段階で行
うとともに、意見聴取を行う。
（ⅱ）商店街活性化に対する補助（地域商業自立促進事業）については、国と都道府県の連
携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせ
て、事業への地方公共団体による関与の強い案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

【経済産業省】「平成２６年の地方からの提案等に関する対応方針」の
閣議決定を受けた対応について（平成27年2月27日付け中小企業庁
商業課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_638

６【環境省】
（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭45法137）
（ⅱ）廃ＦＲＰ漁船の運搬を効率化させるための簡単な解体行為については、収集運搬に伴う
積替え保管に該当するものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の処分には当たら
ず、産業廃棄物処分業の許可（14条６項）の取得を不要とすることが可能であることを、都道府
県等に周知する。

【環境省】全国都道府県及び政令指定都市等環境担当部局長会議資
料（平成28年1月25日）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_640

－ － － － － －

－ － － － － －
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H26 643 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

強い農業づくり交付金実施要綱 肉用牛施設整備事業に
おける要件の緩和

強い農業づくり交付金事業における、施設の分散設置を
認めること。

【支障・制度改正の必要性】
強い農業づくり交付金事業を活用した牛舎整備については、同一敷地内での一体的な施設整備が要件
となっているが、本県は中山間地が多く、まとまった施設用地の確保が困難であることから、本事業の活用
が図れない状況にある。
低コスト耐候性ハウスの共同利用に係る要件と同様に、地域の立地条件等を考慮して、飼料の共同購入
や共同出荷等、共同利用が確保される場合に限り、地域内において当該施設を分けて設置することがで
きるよう、実施要領の補助対象基準の見直しをお願いしたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 644 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

土地改良法第8条第5項
土地改良法の一部を改正する
法律の施行について（昭和48年
2月8日48構改Ｂ第第192号農林
事務次官）第2 1（3）エ

土地改良事業にかかる
非農用地の編入要件緩
和

基盤整備事業の地区設定において、非農用地について
も、「農用地の集団化その他農業構造の改善に必要な
限りにおいて（中略）施行区域内に含めることができる。
（法第８条第５項）」、「その規模は、施工地域面積の３割
以内とする。（土地改良法の一部を改正する法律の施行
について）」の要件を緩和し、周辺の山林・原野等を取り
込んだ区域一帯を整備可能とする。

【支障事例】
中山間地域や傾斜地の基盤整備において、農用地のみの整備では区域が狭小で、効率的な区画配置
や担い手の規模拡大意向に沿えない場合がある。現状の制度では、農地の集団化などに必要な場合に
限り３割以内であれば非農用地の編入が認められているものの、農用地周辺のまとまった山林や原野を
農地として整備することが出来ない。
【制度改正の必要性】
基盤整備区域の農用地周辺には、活用されていない、または、活用の見込みがない山林や原野が存在し
ている場合がある。農用地と一体的に整備し、農業生産を行うこと以外に、その土地の有効活用が見込ま
れないと判断される山林・原野については、３割を超えても農用地と一体的に整備できるよう要件を緩和す
ることで、効率的な基盤整備が可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 645 05_教育・文
化

都道府県 長崎県 文部科学省 A　権限
移譲

学校教育法施行規則第５５条の
２、第８５条の２、第１３２条の２
平成20年文部科学省告示第30
号
教育課程特例校制度実施要項

教育課程特例校の指定
にかかる権限移譲

教育課程特例校にかかる許可制度について、国におい
て定めた許可の基準に基づき、設置者（市町村教育委
員会等）が県教育委員会と協議して教育課程特例校を
指定できるような柔軟な制度となるよう権限を移譲する。

文部科学省は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、各学校又は当
該学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該学校又は当該地
域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要性が認められる場合に、教育課程
特例校としての指定を行っている。
【支障】
特例校指定についての妥当性を検討する手続きは必要であるが、現行では、学校の設置者(市町村教育
委員会等)が県教育委員会を通じて文部科学省に申請を行う必要があり、申請から指定までに相当の期
間を要している状況である。
【制度改正の必要性】
教育課程特例校にかかる許可制度について、国において定めた許可の基準に基づき、設置者が県教育
委員会と協議して教育課程特例校を指定できるような柔軟な制度となるよう権限を移譲する。地域を熟知
している市町村教育委員会が県教育委員会と協議して指定を行うことで、迅速な事務処理が可能となり、
より地域に根ざした教育課程編成が期待できる。併せて、人事配置の面においても、教育課程に応じた配
置が可能となると考えられる。
（国への事後届出制、県への事前協議（届出）制）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 646 01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

測量法第第14条、第21条、第23
条、第39条

都道府県が行う公共測量
の実施・終了時における
公示義務、公共測量に
おける永久標識の設置
等に係る都道府県事務
の廃止

事務の簡素化の観点から、公共測量の実施時及び終了
時における都道府県の公示義務を廃止し、測量計画機
関が行うことを求める。
また、公共測量における永久標識及び一時標識の設
置、移転、撤去及び廃棄の通知について、都道府県を
介さず、測量計画機関が関係市町村へ通知するよう求め
る。

【制度改正の必要性】
測量法第１４条及び第３９条により、公共測量においては、都道府県は、測量計画機関から通知を受けた
時は、その実施時及び終了時における公示が義務付けられており、本県においては、平成２５年度に４８
件×２（実施、終了）＝９６件の実績がある。当該制度は、広く一般に周知することによって、関係地域の住
民に、いつ、どこで公共測量が行われ、そのために必要な、土地の立入及び通知、障害物の除去、土地
等の一時使用、土地の収用又は使用の権利行使が起こり得ることを知らせるものであるが、周知について
は測量計画機関が直接行うことが可能と考えられ、事務の簡素化の観点から、都道府県知事が公示する
必要性に疑問がある。
また、測量法第２１条、第２３条及び第３９条により、公共測量において、都道府県知事は、測量計画機関
から永久標識及び一時標識の設置、移転、撤去及び廃棄の通知を受けた時は、その旨を関係市町村長
に通知することとなっているが、都道府県知事に通知する必要性は特になく、都道府県知事が関与する事
務については、事務の簡素化の観点から、必要性に疑問がある。
【具体的な効果】
これら事務の変更により、80時間／年間程度の事務の簡素化が図られると想定される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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６　【農林水産省】
（25）畜産収益力強化対策畜産競争力強化整備事業
畜舎の分散設置については、施設の立地条件よりも地域の中心的な畜産経営体等に着目し
た畜産収益力強化対策畜産競争力強化整備事業の創設により、新たに助成対象とする。

６　【農林水産省】
（15）農業生産基盤整備事業（区画整理事業）
区画整理と区画整理に附帯して施行することを相当とする農用地の造成との工事の面積の割
合については、地形、土地利用状況等を勘案し、設定することが可能であることを、地方公共
団体に通知する。

【農林水産省】区画整理事業に附帯して施行する農用地造成工事に
ついて（平成27年2月27日付け農村振興局整備部土地改良企画課課
長補佐（土地改良事業指導班担当）事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_644

４【文部科学省】
（１）学校教育法（昭22法26）
教育課程特例校の指定（施行規則55条の２、79条、85条の２及び132条の２）については、学
校における翌年度の教育課程の編成に支障が生じないよう、前年度の12月を目途に地方公
共団体に通知することとする。
また、指定権限の地方公共団体への移譲について、地方公共団体の意見も踏まえて課題等
を精査した上で検討し、平成27年中に結論を得る。

－ － － － － －
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H26 647 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱
ﾛ-2港湾事業
ﾛ-2-(1)港湾改修事業

社会資本整備総合交付
金の採択要件の緩和
　（港湾改修事業のうち
維持補修を対象としたも
の（港湾施設改良費統合
補助事業））

港湾改修事業のうち小規模なものは採択要件が事業費
２億円以上５億円未満となっているため、採択要件下限
額を１億円に引き下げる。

【支障事例】
社会資本整備総合交付金（港湾改修事業のうち維持補修を対象とする港湾施設改良費統合補助事業）
の採択要件は事業費で２億円以上５億円未満となっており、１港で採択要件に満たない場合は、他港の
補修事業と合併するなどで採択要件に合致するよう調整する必要があり、補修箇所が点在しないような調
整に苦慮している。
例えば１港の１施設が要補修となっても、他施設や周辺港湾との合併で１件２億円以上とならなければ採
択不可となるため、車止めや防舷材の欠損など、安全対策上早期の補修が必要でも対応できず、港湾利
用者の安全性確保が出来ないことから、利用制限等の支障が生じている。現在、採択要件に合致しない
施設の補修は県単独費での対応となるが、予算不足により必要最小限の部分的な補修のみで十分な対
応が出来ないのが実情である。
【制度改正の必要性】
本県管理港湾は重要港湾４港、地方港湾７７港で、港湾施設約３，３００施設を有しており、今後増加する
港湾施設の維持・補修事業を計画的に行うためには県単独費用のみでの対応が困難なため、今後も統
合補助事業の活用が不可欠であり、採択要件の緩和（下限額の引き下げ）によって効率的な港湾施設の
維持補修が可能となるものと考えている。
なお、道路事業の採択要件は下限額設定なし、当該事業の市町村管理港湾の採択要件が9千万円以上
となっていることから、県管理港湾の下限額を１億円程度とすることが妥当と考えている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 649 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱
ﾛ-3河川事業
ﾛ-3-(12)大規模河川管理施設
機能確保事業

大規模河川管理施設機
能確保事業による交付対
象事業の緩和

大規模河川管理施設機能確保事業による交付対象事業
は５０億円以上となっているため、採択要件を緩和する。

【支障事例】
　県内の二級河川は２１０水系３４１河川あり、整備後５０年以上を経過し老朽化が進行している河川も多く
改築が必要となっている。しかしながら、 現在、社会資本整備総合交付金の対象事業である大規模河川
管理施設機能確保事業の採択要件は、全体計画５０億円以上となっているため、県が管理する小規模な
河川では対象とならないことが多い状況である。
【制度改正の必要性】
　治水上の安全確保や適正な維持管理を行うには、社会資本整備交付金のさらなる柔軟化が必要であ
り、予算の増を目的とするものではなく、現在の予算の範囲内で、地方公共団体の裁量において優先順
位をつけて事業を実施できるよう、採択要件の緩和（下限額の引き下げ）を提案する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 650 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱
ﾛ-3河川事業
ﾛ-3-(13)特定構造物改築事業

特定構造物改築事業に
よる、管理施設の更新・
点検業務の交付金対象
事業の緩和

特定構造物改築事業による交付対象事業は、長寿命化
計画の策定、延命化に必要な措置、改築の費用が合計
約４億円以上となっているため、採択要件を緩和する。

【支障事例】
現在、社会資本整備総合交付金の対象事業である特定構造物改築事業の交付対象は、長寿命化計画
の策定、延命化に必要な措置、及び改築に要する費用合計が約４億円以上となっているが、県が管理す
る施設については小規模なものが多く、対象とならない施設が多い状況である。
【制度改正の必要性】
計画的な維持管理を行うには、社会資本整備交付金のさらなる柔軟化が必要であり、予算の増を目的と
するものではなく、現在の予算の範囲内で、地方公共団体の裁量において優先順位をつけて事業を実施
できるよう、採択要件の緩和（下限額の引き下げ）を提案する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 651 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法事務取扱要綱第
14・(二)
公共土木施設災害復旧事業査
定方針第3・2・(六)

災害復旧事業における
採択条件の緩和（河道の
異常埋そく）

災害復旧事業における採択条件を緩和する。（河道の異
常埋そくの基準値の引き下げ）

【支障事例】
災害復旧事業における河道の異常埋そくの採択要件は、「河道断面の３割程度以上の埋そく」となってい
るが、現地では３割に満たない箇所が多く、ほとんが県単独費で実施せざるを得ない。
【制度改正の必要性】
適正な維持管理を行うには、県単独費では財政負担が大きいため、採択要件の緩和（基準値の引き下
げ）を提案する。
※方針第3・2・（六）の「河道が著しく埋そくした」とは、原則として河道断面の３割程度以上と記載してある
内容を、「河道が著しく埋そくした」とは、原則として、余裕高見合い程度以上という内容に改正することを
提案する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 652 09_土木・建
築

都道府県 長崎県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

社会資本整備総合交付金交付
要綱
ﾛ-3河川事業
ﾛ-3-(15)堰堤改良事業

堰堤改良事業による交付
対象事業の緩和

堰堤改良事業による交付対象事業は、総事業費が概ね
４億円以上となっているため、採択要件を緩和する。

【支障事例】
現在、社会資本整備総合交付金の対象事業である堰堤改良事業の交付対象は、総事業費が概ね４億円
以上となっているが、長崎県が管理する３５ダムについてはそのほとんどが小規模であり、対象とならない
ダムが多い状況である。
【制度改正の必要性】
計画的な維持管理を行うには、社会資本整備交付金のさらなる柔軟化が必要であり、予算の増を目的と
するものではなく、現在の予算の範囲内で、地方公共団体の裁量において優先順位をつけて事業を実施
できるよう、採択要件の緩和（下限額の引き下げ）を提案する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html



320 / 528 ページ

URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －



321 / 528 ページ

年別
管理
番号

関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年

H26 654 03_医療・福
祉

一般市 福島市 厚生労働省 A　権限
移譲

民生委員法第５条 民生委員委嘱に係る委
嘱権限の都道府県への
移譲

民生委員委嘱に係る委嘱権限の都道府県への移譲 【支障事例】
民生委員法第３条において、民生委員を市町村の区域に置くこととなっており、同法第５条で都道府県知
事の推薦によって厚生労働大臣が民生委員を委嘱すると規定されている。
都道府県知事の推薦の前に、市町村で民生委員推薦会を開催し候補者の推薦を行うことになっている
が、市町村の候補者推薦以降、委嘱状の送付までに２ヶ月、場合によってはそれ以上要することがある。
このため、民生委員に欠員が生じた場合、地区民生委員で組織する民生委員協議会では、欠員委員の
分を他の民生委員がカバーしている状況にある。
【制度改正の必要性】
上記のとおり委嘱までの期間が２ヶ月以上要している現状は、地区民生委員協議会の職務遂行に多大な
る影響がある。
よって、委嘱権限を厚生労働省から都道府県へ移譲すれば、委嘱までの期間が短縮され、地域の実情に
応じた民生委員活動を早期に開始できるとともに、地区民生委員協議会の職務遂行にかかる負担軽減と
なると考えられる。"

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 655 01_土地利
用（農地除
く）

一般市 大野市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

地籍調査作業規程準則、第23
条、第30条第1項･第2項
地籍調査作業規程準則運用基
準第15条の2
平成23年3月18日付け国土国第
633号国土交通省土地・水源局
国土調査課長通知

山林の土地境界確認方
法の簡素化

山林の境界確認について、代表者以外の権利保護を図
ることを前提として、地権者全員でなく、代表者のみによ
る境界確認を可能とすることを求める。

【制度改正の必要性】
大野市内の広大な山林において境界が確定していないことにより、村離れや森林の荒廃が進むとともに、
森林の多面的機能の低下で台風等の豪雨により土砂崩れや災害が近年多数発生している。これを受け、
市としても順次、市内各地で地籍調査を進めているが、予算の制約、制度の制約、未相続等もあり、なか
なか境界の確定が進まない状況である。
ついては、権利者が複数いる場合は、権利者確認に要する時間を短縮化するため、代表者（地権者の代
表、地権者以外の現地に精通した者）のみにより境界確認を行うことを可能としたい。
【懸念の解消策】
代表者ではない者の権利が侵害される恐れがあるが、予防措置として、異議・誤りを申し出る機会を設け
て対応することにより、問題は生じないと考える。
例えば、度々訴訟に発展する土地収用に関する制度をみると、買受権の消滅など、公告後一定期間内に
権利者（確知できない者）から申し出がなければ、関係者の同意、権利の消滅を擬制する制度がある。
よって、共有地の境界確定案について、土地収用の制度同様、公告、一定期間（必要に応じて期間を設
定）の縦覧を行い、代表者以外（確知できない者）の権利保護を図ることにより、代表者のみの境界確認を
可能にできないか。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 656 05_教育・文
化

一般市 加茂市 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩和

公立義務教育諸学校の学級編
成及び教職員定数の標準に関
する法律、公立義務教育諸学校
の学級編成及び教職員定数の
標準に関する法律施行令

公立義務教育諸学校の
学級編成及び教職員定
数の標準の見直しについ
て

公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標
準に関する法律、公立義務教育諸学校の学級編成及び
教職員定数の標準に関する法律施行令にある小学校の
二の学年の児童で編成する学級の基準（小学校の引き
続く二の学年（第一学年を含むものを除く。）の児童の数
の合計数が十六人以下である場合）を中学校と同じ「八
人以下」とすること。

【制度改正の必要性】
少子化が急速に進み、小規模校の複式学級の増加が全国的に広がる傾向にある。特に、北海道や日本
海側の道県ではその傾向がさらに強い状況である。また、学校は地域の文化的、社会的、あるいは歴史
的中核であることから、複式学級を嫌っての無理な学校の統廃合により地域が衰退していくことが懸念さ
れる。
【具体的な支障事例】
①異なる学年で構成された学級では、異なる学年の内容を同じ教室で１人の教師が指導するため、一方
の学年に教師が指導に入っているときは、他方の学年の子どもたちは自学の体制をとらざるをえなくなる。
特に、算数や国語などの積み重ねの必要な教科における指導にきめ細やかさがなくなる。
②指導する教師にとって異なる学年を同時に指導しなければならないため負担が多く、つまずきを持つ子
どもの見とりができないことも多くなる。
③低学年など、特に手のかかる時期の子どもにとっては、同一の学年で構成されていない学級では心の
安定が図れない。
【実現した場合の効果】
地域住民、保護者、行政が上記のような複式学級の支障事例により、子どもたちの学力低下を招くことに
なりかねないと懸念している。提案の実現によって上記のような問題点は解消される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 657 08_消防・防
災・安全

一般市 加茂市 総務省（消
防庁）

対象外 消防組織法、市町村の消防長
及び消防署長の資格の基準を
定める政令

市町村の消防長及び消
防署長の職に必要な消
防に関する知識及び経
験を有する者の資格の基
準について

市町村の消防長及び消防署長の職に必要な消防に関
する知識及び経験を有する者の資格の基準を蔑ろにす
る地方自治体が多いことから、基準を徹底するよう措置
すること。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平
成25年法律第44号。以下「第３次一括法」という。）により、消防組織法第15条に定められていた市町村の
消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格を市町村の条例で定
めることになった。市町村が条例を定めるに当たっては、政令で定める基準を参酌することになっている
が、政令第１条（消防長の資格の基準）第２号の「消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の
職に二年以上あったものであること。」という基準を削除して条例制定する市町村が多く見受けられる。
　地方分権により、いくら条例で自由に定められるからといっても、徒に消防長及び消防署長の資格基準
を狭め、政令の基準が理不尽に守られない事態は地方分権の行き過ぎであるので、是正するよう措置す
ること。
この件は、地方の消防官僚による民主主義の否定であり、改めるよう指導すべきである。

－
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H26 658 01_土地利
用（農地除
く）

中核市 八王子市 国土交通省 A　権限
移譲

都市計画法第15条第1項、第87
条の2第1項

区域区分等に関する都
市計画の決定権限に係
る市への移譲

現在都道府県が処理している区域区分等に関する都市
計画の決定の権限を、市に移譲する。

【制度改正の経緯】平成22年6月22日閣議決定「地域主権戦略大綱」に基づき、第２次一括法により都市
計画法第87条の2が改正され、区域区分及び都市再開発方針等に関する都市計画決定権が都道府県か
ら指定都市に移譲された。また、平成25年12月20日閣議決定「事務・権限の移譲等に関する見直し方針
について」に基づき、第４次一括法により都市計画法第87条の2が改正され、都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針に関する都市計画決定権が都道府県から指定都市に移譲された。
【支障事例】首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の高尾山インター―相模原愛川インター間の開通に伴
い東名高速道路、中央自動車道及び関越自動車道をつなぐ新しい大動脈ができる。また、八王子西イン
ター近くの約172ヘクタールについて、物流拠点として整備を進めている。このインターを含めた一団の土
地は市街化調整区域に定められており、今後、市街化区域に編入をする予定である。このように、八王子
市を取り巻く交通環境は大きな転換期を迎えるとともに、郊外の都市基盤施設も大きく変わった。これから
は、地域の実情に合わせたきめ細やかな都市計画の変更が急務となる。
【制度改正の必要性】上記の社会・経済活動の背景を踏まえて、土地利用のコントロールの基となる市町
村都市計画マスタープランを定めている市に対して、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに
区域区分について決定する権限を移譲することで、従来から処理している事務と一体的かつ総合的に行
うことが可能となる。また、迅速な都市計画行政及び基礎自治体として地域の特質を活かした土地利用の
誘導等が可能になる。
【懸念の解消策】懸念は特になし。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 659 06_環境・衛
生

指定都市 川崎市 環境省 A　権限
移譲

環境影響評価法第10条、第20
条

環境影響評価法に基づく
方法書等についての指
定都市から事業者への
意見提出機会の拡大

環境影響評価法の対象事業が指定都市の市域内で行
われる場合について、環境影響を受ける範囲が市域外
に及ぶ場合にあっても指定都市の市長が事業者に直接
意見を述べることができることとする。

【制度の経過】
平成24年４月から、環境影響評価法の改正により、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認めら
れる地域の全部が施行令第11条に定める市の区域に限られるものである場合は、事業者に対し、当該市
の市長が環境保全の見地からの意見を書面により述べるものとされている。
【支障事例】
大規模事業の場合、地域環境への影響も大きく市民生活に重大な影響を与えることになるが、複数の市
町村にまたがる場合には、市長が意見を事業者に直接述べることができず、県知事が関係市町村の意見
をとりまとめて提出する。
また、県知事は、複数の市長意見をとりまとめるため、事業者に提出する意見書には、各市長の個別・具
体的な意見が反映されない場合もある。そのため、評価書に掲載される知事意見に対する事業者の見解
では、市長意見の評価書への具体的な反映状況が確認できない、あるいは、市民等へ市長意見の反映
状況の具体的な説明ができないという支障がある。
【制度改正の必要性】
地域住民の最も身近で環境保全に対し配慮する立場にある市長が、直接事業者に意見を述べることが可
能となるようにする必要性があり、多数の市民を有する政令都市が直接事業者へ意見を提出し、市長意見
に対する見解を示すこととするよう法改正を求めるもの。
【懸案の解消策】
事業者側の事務負担の増加について懸念されることがあるが、現行の制度においても、県知事に提出す
る市長意見の形成手続きとして市の審議会での審議を行っており、大幅な負担増加にはつながらないと
考えられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 660 03_医療・福
祉

指定都市 川崎市 厚生労働省 A　権限
移譲

医療法第30条の４、第30条の
５、第30条の６、第30条の９、第
30条の11

医療計画の策定権限等
の都道府県から指定都
市への移譲

医療計画の策定業務及び病院開設者等に関する病床
数に係る勧告事務等を都道府県から希望する指定都市
に移譲する。

【支障事例】
神奈川県が医療圏を設定することで、武蔵小杉駅周辺地区の人口増など地域の実情に応じた医療圏の
設定が困難であり、より地域の実情にあった医療圏の設定ができない。医療計画の策定は、医療や保健
の面だけでなく、本市では、武蔵小杉駅周辺地区における人口の急増（10年前との比較で約４割増）や再
開発といった事柄に加え、災害時救急医療体制の整備や福祉行政との連携といった、地域の課題が益々
増大していることから、今まで以上に連携を緊密にして対応することが求められる。
【制度改正の必要性】
医療計画の策定は、住民の健康の保持、生命の保護に直接かかわるものであり、住民に最も身近な基礎
自治体の長期計画へ位置付けた上で、課題解決に取り組む必要があると考えている。二次医療圏に関す
る内容について、指定都市が自ら医療計画に反映させた場合には、庁内や関係団体との調整及び市の
附属機関での審議などに２箇月程度を要すると見込んでいるが、県と調整する場合には、上記期間に加
え、県への説明や県の事務手続き（庁内調整、審議会等）が必要となることから、指定都市が自ら医療計
画に反映させた方が、大幅に時間を短縮することができる。なお、医療計画の実現に向けては、補助金を
活用した誘導策が有効であると考えている。医療計画の策定と国からの補助金が直接市に入ることは、一
体的なものであると考えている。
【懸案の解消策】
懸案として精神病床、結核病床及び感染症病床の整備や特殊な診断や医療などについては、引き続き、
都道府県域又は新たな地域との協力体制を構築することで解消すると考えている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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H26 663 03_医療・福
祉

指定都市 川崎市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援する法律第
38条
地方自治法施行令第174条の
32

障害者入所支援施設の
指定に係る都道府県知
事の同意の廃止

指定都市及び中核市が行う障害福祉サービス事業所及
び障害者支援施設の指定事務について、当該都道府県
が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都
道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総
数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指
定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の
当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそ
れがあると認めるときは、障害者総合支援法第29条第１
項の指定をしないことができることを根拠とした都道府県
知事の同意を廃止する。

【支障事例】
障害者支援施設の指定については権限移譲がされたが、地方自治法施行令において都道府県知事の
同意が必要となっている。本市においては、従前から障害者数に比して障害者支援施設の定員数が極端
に少なく、特に市内南部地域には入所施設がなく設置について強く市民から要望されている。定員増に
ついては、県の障害福祉計画に基づき協議が行われたが、人口増加を平成42年度まで見込んでいる中、
比較的手厚い支援が必要な障害者も増加が予想されており、このような本市の実態を踏まえた指定が事
実上できない状況にある中では、障害者の支援ニーズに対応できず支障をきたすことが想定される。
【制度改正の必要性】
平成25年度まで135名を入所施設から地域へ移行させるなど様々な地域生活支援及び地域移行に向け
た取組を行っているところである。しかしながら、強度行動障害等の障害特性等により地域生活の継続が
困難な方も多く、障害者を支える家族の高齢化も急速に進展してきている状況から、「親なきあと」の障害
者の生活を支えるための仕組みづくりが喫緊の課題であり、グループホームなど障害者が地域で生活して
いくための支援ができる‘通過型・拠点型の入所施設’の整備等に対して、県知事の同意が廃止されること
により、本市の実態に応じた、きめ細かな障害者支援施策を実施することが可能となる。
【懸念の解消策】
法で定められている計画との整合性については、障害者が地域生活をしていく上で、必要な支援ニーズ
にも対応していかなければならない状況など、地域の実情について丁寧な説明し、策定の段階で市と連
絡調整を行うことで担保できると考えられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 662 11_その他 指定都市 川崎市 法務省 B　地方
に対する
規制緩和

人権啓発活動地方委託要綱
人権啓発活動地方委託実施要
領

人権啓発活動地方委託
要綱及び人権啓発活動
地方委託実施要領の改
正

人権啓発活動地方委託要綱及び人権啓発活動地方委
託実施要領について、地方の自由度を高め、創意工夫
が可能となるよう更なる見直し・改正を行う。
また、委託要綱や実施要領の見直しを行うに当たり、地
方の意見を採り入れるための仕組みを導入する。

【制度改正の経緯】
法務省が、第４次見直し時に、一定水準の人権啓発活動の確保という観点から、地方交付税交付金によ
る財源措置はできないという見解を示し、平成26年３月、人権啓発活動地方委託要綱及び人権啓発活動
地方委託実施要領の改正が行われた。
【支障事例】
平成26年の見直しにおいて、自由度の面での委託要綱の改正を行ったが十分ではなく、第10条で委託
費の種別相互間の配分変更の際に承認が必要であると定めていることや、実施要領の改正に伴い「ラッピ
ングバスの運行」が削除され、また講師に対する講演料等謝金の上限額が２０万円に設定されていること
など、依然として、事業執行に当たって制限となっている事項が多く残っており、創意工夫の妨げとなって
いる。また、国による委託要綱等の見直しは、委託事業を実際に執行している地方の意見を採り入れる仕
組みがない中で行われていることから、必ずしも地方の創意工夫や円滑な事業執行を促すようなものと
なっていない。
【制度改正の必要性】
地方の自由度を高めるために委託要綱等の更なる見直しを行うことで、指定都市の他の事業との一体的
な実施など創意工夫を活かした事業や、地域の実情や特性に合わせた効果的な活動や事業の展開が容
易となる。また、地方の自由度が高まることで、地域特性に適した啓発を実施することが可能となり、全国
一律的に同一事業を実施することによる非効率を防ぐことができる。例えばラッピングバスは大都市以外の
地域では効果が低いと推測されるが、大都市では効果的である。
さらに、地方の意見を採り入れる仕組みを導入することで、委託要綱等のより効果的な見直しにつながる。
【懸念の解消策】
懸念なし。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

【制度改正の経緯】
法務省は、平成25年に人権擁護委員の委嘱に関する事務権限全般について全国の地方自治体に一律・
一斉に移譲する事務と整理した旨の見解を示した。一方、「全国一律」の移譲について、全国市長会が反
対意見を表明し、第４次見直しの対象とはならなかった。
【支障事例】
法務大臣が委嘱することで、結果として保護司等が兼務する例が多くなるため、人権擁護委員の活動に
専念しづらく支障をきたす事例が散見される。また、就任した委員が、各市町村への帰属意識を持ちづら
い場合があるなど、市町村との円滑な連携に支障をきたしている。この点、法務省における平成25年の検
討等の後も、依然として支障がある状況に変わりはない。
【制度改正の必要性】
事務権限全般について移譲を受けることで、市民に身近な基礎自治体において、地域の実情に即した活
動を行うことが可能となる。また、基礎自治体で委嘱に係る事務を担当することで、人権擁護委員に基礎
自治体の人権施策と連携する意識づけの効果が生じ、相談、啓発等の事業について、より一層連携を進
めることが可能となるほか、人権擁護委員に民生委員など地域の実情を把握した人員を選任することが可
能となる。
さらには、川崎市独自の制度である人権オンブズパーソン制度と、相談、啓発等の事業との連携をより一
層進めることが可能となる。
【懸念の解消策】
必ずしも権限移譲を希望しない市町村があることが想定されるが、手挙げ方式の採用により希望しない市
町村への権限移譲を回避することができる。
また、法務大臣表彰等を廃止し、あるいは叙勲対象から除外する場合は、これに代わる表彰制度を市町
村において検討する必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

法務省 B　地方
に対する
規制緩和

人権擁護委員法第６条 人権擁護委員の委嘱に
関する事務権限の指定
都市等への移譲

人権擁護に関する諸事務のうち、人権擁護委員の委嘱
に関する事務権限全般について、法務省から指定都市
及び希望する市町村へ移譲する。

H26 661 07_産業振
興

指定都市 川崎市
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H26 665 01_土地利
用（農地除
く）

指定都市 川崎市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市計画法第33条
都市計画法施行令第25条
都市計画法施行令第29条の２

開発許可の技術的細目
に関して定める条例の自
由度の拡大

開発行為における公園の設置については、都市計画法
施行令第25条において開発区域の規模に応じて基準が
定められているが、全国で一律的な設置基準であること
から技術的細目の内容を条例委任する。
また、開発許可の技術的細目に関して定める条例の自
由度の拡大を図るため、条例の制定範囲を極めて限定
的に定めている都市計画法施行令第29条の２を廃止もし
くは「参酌すべき基準」とするよう提案する。

【制度改正の経緯】
都市計画法第29条に基づく開発許可に関する事務は、地方分権一括法の施行により、従来の機関委任
事務から自治事務となり、地方自治体の実情に応じて当該事務を処理することができるようになった。特
に、開発許可の技術的細目については、土地利用に影響が大きいことから、地域の特性に応じるべく、平
成12年に都市計画法第33条第３項により条例による制限の強化、緩和が追加して設けられているが、同
時に都市計画法施行令第29条の２により条例制定に関する基準も設けられている。
【支障事例】
公園については、都市計画法施行令25条第１項第６号で、公園の設置基準に係る開発区域面積を0.3ヘ
クタール以上と規定されていることによって、本市では0.3ヘクタールを下回る小規模な分割型開発行為が
主流となり、公園の提供がなされない等の弊害を生じている。
【制度改正の必要性】
開発許可基準について、技術的細目における政省令を撤廃し、条例委任されることにより、市民のニーズ
にあった公共施設等の整備に誘導するためのツールとして条例を活用することが可能となる。
【懸念の解消策】
地域の特性に応じた条例とするため、客観的根拠を収集するとともに市民のニーズを把握し、近隣の自治
体と調整を図る必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 666 03_医療・福
祉

指定都市 堺市、大阪府 内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

A　権限
移譲

就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進
に関する法律第3条等

幼保連携型認定こども園
以外の認定こども園認定
権限の移譲

都道府県が持つ幼保連携型認定こども園以外の認定こ
ども園の認定権限を指定都市に移譲する。

【支障事例】
平成27年4月から幼保連携型認定こども園の認可権限が指定都市に移譲されるが、他の「幼稚園型」「保
育所型」「地方裁量型」の認定こども園の認定権限は引き続き都道府県に存置され、類型によって認定権
者が異なることになる。
そのため、認定こども園に係る事務を指定都市が一体的・包括的に実施することができず、待機児童解消
に向けた需給調整等の地域の実情に応じた計画的な施策が実施できない。
また、市内の私立幼稚園及び民間保育所を対象に、子ども・子育て支援新制度にかかる移行調査を実施
したが、事業者の方から、類型の違いにより認可主体に差があることについて分かりにくいとの指摘があ
る。このことについては大阪府と共通認識。
【制度改正の必要性】
住民に身近で高度な専門能力を有し子育てや教育に関する広範な事務を実施している指定都市が、認
定こども園に係る権限を包括的に持つことにより、地域の実情に応じた効率的・効果的な事業実施が可能
になる。
なお、まずは事務処理特例の活用状況を踏まえて権限移譲を進めるという2段階の移譲とされているが、
指定都市等においては当該事務を実施する能力を一律に有しており、特別な地域性を考慮すべき内容
ではないことから、法令によって移譲すべきものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 667 05_教育・文
化

指定都市 堺市、大阪府 文部科学省 A　権限
移譲

学校教育法第4条第1項第3号
他

私立幼稚園の設置認可
権限の移譲

都道府県がもつ私立幼稚園の設置認可権限を指定都市
に移譲する。

【制度改正の必要性】
子ども・子育て支援新制度の導入に向けて、国からは自治体における事業者への相談・支援体制の確保
や地方版子ども・子育て会議等への幼稚園関係者の参加等を求められている。また、説明、相談、意向調
査の実施など、市と私立幼稚園が密接な関係を築くことが求められている。今後、質の高い幼児期の学校
教育・保育を総合的に提供するという子ども・子育て支援新制度の目的を実現していくためには、さらなる
関係強化が必要。
【支障事例】
また私立幼稚園の運営実態や施設・設備面の詳細な情報を市が把握できていないため、待機児童解消
に向けた幼保一体化等の迅速な取組の推進に支障がある。事業者側からも、子ども・子育て支援新制度
に係る権限が市と府にまたがっていることについて、分かりにくいとの指摘がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 668 07_産業振
興

指定都市 堺市 経済産業省
（中小企業
庁）

A　権限
移譲

商店街の活性化のための地域
住民の需要に応じた事業活動
の促進に関する法律第11条
地域商業自立促進事業費補助
金交付要綱

地域商店街活性化地域
振興に資する事務の希
望市町村への移譲

国が公募する補助事業の中で地域振興に資するもの
は、希望する指定都市など地域に最も身近な基礎自治
体に移譲すべきである。

これまで国が実施していた施策の中でも、商店街の各種事業に対する補助（地域商業自立促進事業な
ど、地域振興に資する支援事業については、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが必要で
あると考えます。地域の特性に精通している基礎自治体が、それら事業を具体的な施策として設計・運用
する制度への変更、及びそれに伴う必要な財源措置(交付金）を講じて頂きたい。
工事内容に変更があった場合等、申請者である商店街は不慣れで説明資料の作成等の書類作成が困
難なことが多く、地域の実情や工事内容を理解している地方自治体職員に問い合わせが入る場合があり
ます。
希望する基礎自治体に、地域振興に資する国の補助金の予算が配分され、移譲される権限と財源をもと
に制度設計や運用をできるようになれば、地域の実情に合わせて、基礎自治体が既存施策と一体的に中
小企業振興に取り組むことができ、中小企業に対してタイムリーかつ分かりやすい施策案内・活用を促す
ことが可能となります。
地域商店街等に身近な基礎自治体が実施することにより、地域商店街の一層の活性化に加えて、全国レ
ベルのモデルとして国内に波及できるような取り組みとなることも期待できます。また、地域振興に資する
補助金の中でも、全国的な視点のもと国が実施する必要があるものについては、運用面で基礎自治体が
より関与できるような仕組みができれば、より実効的な制度になると考えます。"

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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６　【国土交通省】
（12）都市計画法（昭43法100）
（ⅱ）開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目のうち、公園等　の設置基準（施
行令25条６号）については、制度の運用実態や地方公共団体等の意向等を調査し、その結果
等を踏まえ、公園等の設置を義務付ける下限面積を条例に委任することを含めて見直しを検
討し、平成27年中に結論を得る。

－ － － － － －

－ － － － － －

４【経済産業省】
（19）商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律（平21
法80）
（ⅱ）商店街活性化に対する補助（地域商業自立促進事業）については、国と都道府県の連
携強化を図るため、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。あわせ
て、事業への地方公共団体による関与の強い案件を優先的に採択するなどの措置を講ずる。

【経済産業省】「平成２６年の地方からの提案等に関する対応方針」の
閣議決定を受けた対応について（平成27年2月27日付け中小企業庁
商業課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_668
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H26 669 07_産業振
興

指定都市 堺市 経済産業省 A　権限
移譲

伝統的工芸品産業の振興に関
する法律第16条
中小企業経営支援等対策費補
助金（伝統的工芸品産業支援
補助金）交付要綱

地域伝統産業活性化地
域振興に資する事務の
希望市町村への移譲

国が公募する補助事業の中で地域振興に資するもの
は、希望する指定都市など地域に最も身近な基礎自治
体に移譲すべきである。

これまで国が実施していた施策の中でも、伝統産業の振興に対する補助（伝統的工芸品産業支援補助
金）など、地域振興に資する支援事業については、地方の実情に応じたより効果の高い事業とすることが
必要であると考えます。地域の特性に精通している基礎自治体が、それら事業を具体的な施策として設
計・運用する制度への変更、及びそれに伴う必要な財源措置を講じて頂きたい。
申請者となる伝統産業の組合や事業者は、従事者の高齢化等もあり、公募事業に関する情報の収集や
補助金等の関係書類の作成が困難なことが多く、地域の実情を理解している地方自治体職員に問い合
わせが入る場合があります。
希望する基礎自治体に、地域振興に資する国から交付金により予算が配分され、移譲される権限と財源
をもとに制度設計や運用をできるようになれば、地域の実情に合わせて、基礎自治体が既存施策と一体
的に中小企業振興に取り組むことができ、中小企業に対してタイムリーかつ分かりやすい施策案内・活用
を促すことが可能となります。
伝統産業事業者等に身近な基礎自治体が実施することにより、地域に集積する伝統産業の一層の活性
化に加えて、全国レベルのモデルとして国内に波及できるような取り組みとなることも期待できます。また、
地域振興に資する補助金の中でも、全国的な視点のもと国が実施する必要があるものについては、運用
面で基礎自治体がより関与できるような仕組みができれば、より実効的な制度になると考えます。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 670 01_土地利
用（農地除
く）

指定都市 堺市 国土交通省 A　権限
移譲

都市計画法第5条、第6条の2、
第15条、第87条の2

一の指定都市の区域を
一の都市計画区域とする
ことによる指定都市の都
市計画決定権限の強化

都市計画法5条第1項に規定する都市計画区域を指定
するときは、一の指定都市の区域を一の都市計画区域と
する旨の規定の設置

【支障事例】
区域区分の変更は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（特に、同方針の中に定める「区域区
分の決定に関する方針」）に即して行わなければならない。
広域都市計画区域に属する本市（指定都市）が区域区分の変更を行うためには、都道府県が決定権限を
有する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（特に、同方針の中に定める「区域区分の決定に
関する方針」）について、都道府県が作成するものをベースに調整する必要がある。
制度上、法第15条の2の申出、法第18条の意見聴取、法第87条の協議により、指定都市の考えを大阪府
へ伝えることが可能であり、現状は実務的協議により内容の調整を行っている状況である。

【制度改正の必要性】
一方、単独都市計画区域である指定都市は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の決定権限
を有するため、当該指定都市の考えで「区域区分の決定に関する方針」を定めることができる。
同じ指定都市であっても、都道府県が定める都市計画区域（広域都市計画区域か単独都市計画区域）に
より、権限の格差が生じている。

【制度改正の内容】

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 671 03_医療・福
祉

指定都市 堺市・大阪府 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法第１７条
介護保険法施行令第６条第1項

介護保険法施行令第６
条に規定する介護保険
認定審査委員の任期の
緩和

介護保険認定審査会委員の任期を市町村の裁量で定
めるようにする。

【支障事例】
介護保険認定審査会委員の任期は、介護保険法施行令第６条により、全国一律に２年とされている。
委員の改選時には、関係機関等との調整や委員の研修を実施するなど相当の時間と労力を要している
が、本市では、平成２６年４月現在の委員３９０名のうち、平成２５年４月の改選時に再任された委員が３５５
名と９割以上を占めており、２年を超えて再任される委員が大多数である。
【制度改正の必要性】
今後の介護需要の増加に対応するためにも、委員の任期は全国一律に２年とするのではなく、市町村の
実情に応じて柔軟に対応できるように措置することを求めるものである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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４【経済産業省】
（３）伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭49法57）
（ⅱ）伝統的工芸品産業に対する補助（伝統的工芸品産業支援補助金）については、国と都
道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主体から提出された補助金事業
計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等について意見聴取を行うなど、地方公共団
体がより積極的に案件組成に関与できる仕組みを構築する。

【経済産業省】振興計画等各種事業計画の認定申請時及び伝統的工
芸品産業支援補助金の申請時における地方公共団体との連携につ
いて（依頼）（平成27年1月19日付け商務情報政策局伝統的工芸品産
業室長事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_669

－ － － － － －

６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅰ）介護認定審査会の委員の任期（施行令６条１項）については、３年を上限として条例（制
定主体は市町村等）で定める期間とすることを可能とする。

【厚生労働省】介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布及び
介護認定審査会の運営についての一部改正について（平成27年12月
16日付け厚生労働省老健局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_671



331 / 528 ページ

年別
管理
番号

関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年

調整に時間を要することから、地域や企業のニーズに応じた土地利用に支障が生じている。
また、現状として、
１　現在、農業振興地域内では、農業後継者がおらず荒廃農地が目立つ状況であり農業政策上からも好
ましい状況とは言えない。
２　既存集落においては高齢化と人口減少が進行している。
ことが挙げられる。
これらを打破するための施策として、①企業誘致等を進める場合、過剰な規制が迅速な対応を求める企
業との交渉の支障となっている。②既存集落の維持のためには、兼業農家（農業後継者）が居住できるよ
う、就労場所の確保が必用である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

農林水産省 A　権限
移譲

農地法第4条、第5条 4haを超える農地転用に
対する農林水産大臣許
可を県知事に権限移譲

地域の実情を把握している地方公共団体が主体となって
農用地の利活用が可能となるよう制度の改正をしていた
だきたい。

H26 672 02_農業・農
地

一般市 須坂市
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４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 674 01_土地利
用（農地除
く）

指定都市 横浜市 国土交通省 A　権限
移譲

都市計画法第59条 都市計画事業の認可権
限に係る指定都市への
移譲

現在指定都市が都道府県知事の認可を受けて施行する
ことになっている都市計画事業の認可権限を指定都市
に移譲

【具体的な支障事例】
都市計画法第61条において、「事業の内容が都市計画に適合し、かつ事業施行期間が適切であること」と
規定されていることからも、都市計画と事業の認可は一体のものである。現在、県の認可を受けるには、本
市所管課（建築局都市計画課）が事業部署にヒアリングし、確認・調整しながら認可図書等の取りまとめを
行い、県へ説明しているため、認可に伴う事務処理などに時間を要している。また、都市計画決定権者と
認可権者が別のため、事務効率に支障が生じている。

【懸念に対する方策】
都市計画事業認可権限の移譲に際しては、例えば事務処理の所管部署を別部署にするなど、土地収用
に関する権限を事業認可権者と分けることで、収用に対する公平性・公正性・透明性を確保できると考え
る。なお、土地収用法の事業認定権限を県に残す制度の創設なども検討していく必要があると考える。
都市計画事業の認可権限が指定都市に移譲されれば、地域の実情に応じ事業効果の早期発現を優先
に考えた事業推進が可能となり、事業の進捗にあわせた迅速な事務処理の実現により事業期間の短縮に
つながる。

【法改正イメージ】
都市計画法第87条の２に、「指定都市の区域においては、第59条から第64条にかかわらず、都道府県知
事又は都道府県が行うとされている事務においては指定都市の長又は指定都市が行うものとする。」という
条文を追加する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

調整に時間を要することから、地域や企業のニーズに応じた土地利用に支障が生じている。
また、現状として、
１　現在、農業振興地域内では、農業後継者がおらず荒廃農地が目立つ状況であり農業政策上からも好
ましい状況とは言えない。
２　既存集落においては高齢化と人口減少が進行している。
ことが挙げられる。
これらを打破するための施策として、①企業誘致等を進める場合、過剰な規制が迅速な対応を求める企
業との交渉の支障となっている。②既存集落の維持のためには、兼業農家（農業後継者）が居住できるよ
う、就労場所の確保が必用である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法附則第２項 2haを超え4ha以下の農
地転用に対する農林水
産大臣の協議廃止

地域の実情を把握している地方公共団体が主体となって
農用地の利活用が可能となるよう制度の改正をしていた
だきたい。

H26 673 02_農業・農
地

一般市 須坂市
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－ － － － － －

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。
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H26 675 01_土地利
用（農地除
く）

指定都市 横浜市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市計画法第19条第３項、第87
条の２、都市計画法施行令第14
条、都市計画法施行規則第13
条

都市計画の軽易な変更
の見直し

現在市町村が行う「都市計画の軽易な変更」が適用され
ている内容を指定都市においては道府県と同様とし、道
路や公園等に関する都市計画の変更を軽易な変更とす
る措置

【制度改正の必要性】
都市計画法施行規則第13条第３号及び第13条第４号の規定が指定都市決定の都市計画に関する軽易
な変更として認められていないことにより、都市計画変更を行う場合に実施する大臣への協議、同意の手
続が省略できない。道府県と同様とする措置となれば、手続の一部省略化となり、効率的な事務執行が可
能となり事業期間の短縮につながる。

【実例（予定含む）】
１　都市高速鉄道
①横浜国際港都建設計画 都市高速鉄道中第6号相鉄・JR直通線（変更）
（告示 H24.10.5）　区域変更区間　約190m、中心線の振れは100m未満
②横浜国際港都建設計画 都市高速鉄道 相模鉄道本線（変更）
（告示 H26.3.5）　区域変更区間　約330m、中心線の振れは100m未満
※施行規則第13条第4号イ（起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、
中心線の振れが百メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの）
に該当。
２　自動車専用道路（首都高速道路）（予定）
①横浜国際港都建設計画 道路　高速横浜環状北線（変更）
変更区域区間　1000m未満、中心線の振れは100ｍ未満
※施行規則第13条第3号イ（線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが百メートル未満
であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が千メートル未満であるもの）に該当。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 677 08_消防・防
災・安全

指定都市 横浜市 内閣府 A　権限
移譲

災害救助法第２条・４条・18条・
21条

救助の主体権限を指定
都市長へ移譲、救助の
種類・程度の拡充及び事
務手続の簡素化

災害救助法における指定都市の権限強化、救助の種
類・程度の拡充及び事務手続の簡素化

【制度改正の必要性】
災害時に市が主体的な役割を担い、緊急かつ迅速に対応するためには、災害救助法において、指定都
市が道府県と同様の権限を持つことが必要であるが、災害救助法等に規定されている救助の種類だけで
は、対応しきれない状況であり、また、救助の程度における費用限度額についても、現在の費用水準から
かけ離れている。
対象・費用を拡充するとともに、被災自治体の判断により現物給付か現金給付かを選択できるようにするこ
とが必要である。
【提案事項】
経費は、道府県を経由して求償することとなっているが、求償内容の確認等は、国から道府県を通じて求
償した指定都市に依頼があり、その間の余分な事務負担と処理時間の増加が生じているため、地方分権
の観点からも指定都市で要した救助経費について、直接国に対して求償できる制度とすることが必要であ
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 678 03_医療・福
祉

指定都市 横浜市 厚生労働省 A　権限
移譲

医療法第30条の４ 医療計画等の策定権限
等の移譲

現在,道府県が行っている「医療計画の策定」にかかる事
務の権限・財源を指定都市に移譲する。

【移譲の必要性】
医療計画に記載される二次保健医療圏の区域設定及び基準病床数の算定等については、現行、都道府
県が定めることとされている。また、今後、二次医療圏ごとに策定される地域医療構想（ビジョン）や病床機
能報告についても、同様とされている。
本市では、大都市における2025年問題への課題解決策の一つとして、地域の実情に応じた適切な医療
機能の分化と連携が必要と考えている。
【移譲による効果】
地域医療構想（ビジョン）の策定、稼働していない病床の削減要請及び医療機関が指示に従わない場合
の勧告等の権限が移譲されることで、医療政策を円滑に進めることができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 676 01_土地利
用（農地除
く）

指定都市 横浜市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市計画法第６条の２、第７条、
第18条、第87条の２

「都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針」、
「区域区分」等に関する
都市計画決定に係る国
の同意協議の廃止

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「区域
区分」及び「近郊緑地特別保全地区」に関する都市計画
の決定に際する国への協議、同意の廃止

【制度改正の必要性】
第１次勧告では、区域区分の大臣同意不要、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（以下「整開
保」という。）の大臣同意は区域区分の方針に係る部分を除き不要とすべきとしている。
整開保、区域区分及び近郊緑地特別保全地区に関する都市計画は、地域の実情にあった計画であるべ
きだが、国の関与が必要なため、市民に最も身近な基礎自治体が自らの責任で都市づくりを進める支障と
なっており、また迅速な手続を進める上でも支障となっている。

【協議、同意を廃止した場合でも国の利害に重大な関係がないと考える理由】
①整開保及び区域区分について
以前は大規模開発の影響から当制度の意義が大きかったが、現在は一般的に市街化調整区域の開発制
限のため、国の施策の実現ができない恐れはないと考えることに加え、必要があると認めるときは、都市計
画法第24条第１項に基づき、国土交通大臣の指示等を出すことができるため。
また、農林漁業との調和は、農振法等との調整を図る必要があるが、必要な許可手続を経れば足りると考
える。
②近郊緑地特別保全地区について
近郊緑地特別保全地区は近郊緑地保全区域・保全計画との整合性や交付金活用等との調整はあるが、
都市計画としては他の特別緑地保全地区と同様と考えるため。

【法改正イメージ】
都市計画法第19条第３項及び法第87条の２第３項の規定に「但し、法第６条の２の規定は、適用しない。」
を追加する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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６　【国土交通省】
（12）都市計画法（昭43法100）
（ⅲ）市町村が都市計画の変更を行う場合における軽易な変更とされる事項（施行規則13条の
２）については、制度の運用実態や地方公共団体の意向を調査し、その結果等を踏まえて見
直しを検討し、平成27年中に結論を得る。

５【内閣府】
（１）災害救助法（昭22法118）
都道府県から市町村に対して救助の実施に関する事務を委任することは現行規定上も可能
であり、災害救助法の適用後速やかに救助が実施できるよう、あらかじめ都道府県と市町村の
間で十分調整を行った上で、委任する救助の内容やどのような場合に委任するのかを定めて
おくことが有効であることを、地方公共団体に通知する。

【内閣府】災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁
償の基準の一部改正及び都道府県から市町村に対する救助の実施
に関する事務の委任について（平成27年3月31日付け内閣府政策統
括官（防災担当）通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_677

－ － － － － －

６　【国土交通省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変
更に同意しようとするとき、又は都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとするとき
（国土交通大臣の同意を要するときを除く。）における農林水産大臣に対する協議（23条１項）
については、市街化区域となる区域が農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律（昭44
法58）（農振法）８条２項１号）と重複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において所要の見直しを行うことと
する。
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H26 679 05_教育・文
化

指定都市 横浜市 文部科学省 A　権限
移譲

学校教育法第４条、私立学校法
第９条、私立学校振興助成法第
９条

私立幼稚園の認可権限
等の移譲

現在都道府県が行っている「私立幼稚園の認可」、認可
に必要な答申を審議する「私立学校審議会の設置運
営」、私立幼稚園への「運営指導」及び「補助金交付」に
かかる事務の権限・財源を、指定都市に移譲

【支障事例】
保育所待機児童ゼロに向けた取組の継続に向け、幼稚園を貴重な保育資源として位置づけて、本市独
自施策として、幼稚園における長時間の預かり保育の拡充を進めているが、私立幼稚園に係る事務・権限
が道府県にあるため、事務執行に当たっては、都道府県との調整が必要な状況である等、資源を有効に
活用できていない。
具体的には、東日本大震災直後の預かり保育の実施について、早急な対応が求められる中、制度の趣旨
から引き続き実施してもらうよう協力要請する方針を市として打ち出したが、日中の教育時間にかかること
は県の所管であるため、調整を行う必要が生じ、幼稚園への周知に時間を要した。
【制度改正の必要性】
現在子ども・子育て支援新制度の施行に向けて幼稚園の給付対象施設への移行を進めているが、私学
助成の幼稚園も残ることが想定されている。
今回の提案が実現することで、幼児教育行政と保育行政の一体的な実施により、保育所待機児童ゼロに
向けた取組の継続や子ども・子育て支援新制度への移行を見据えた円滑な対応が可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 680 11_その他 指定都市 横浜市 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

地方財政法第５条第５項 地方債対象事業の拡充 民間事業者による公共施設整備（株式会社による保育所
整備など）補助に要する経費、公共施設の維持補修に
要する経費、基本設計等の建設に係る事務的経費等へ
の起債充当を可能とすること

横浜市では、施策推進と財政健全性のバランスをとりながら地方債を活用しているが、地方債は地方財政
法により充当対象の制限があり、地方債の対象となる新規の施設整備から対象とならない保全への移行、
扶助費の増加等による所要一般財源が増加している中では、今後、予算全体の収支を合わせるための財
源が確保できない状況が生じかねない。地方が自主的・自律的に地方債発行総額を決定するにあたり、
充当対象事業の選択肢を増やすことが必要。
保育所待機児童ゼロに向け、株式会社の参入を進める等の取組を行っているが、他団体への補助に関
する地方債の対象は「公共的団体が設置する公共施設の建設事業に係る助成に要する経費」に限定さ
れており、株式会社に対する補助には地方債を充当できないため、財源の確保が困難となる恐れがある。
（例：保育所整備　27件　約7億円　（26年度予算・一般財源ベース）、この他小規模多機能型居宅介護事
業所、グループホームも株式会社が整備している例あり（26年度予算は全額国費又は県費だが、今後市
費負担が発生する可能性あり））
公共施設の長寿命化に資する大規模修繕は起債対象だが、それ以外の維持補修費についても施設を耐
用年数まで活用するために必要な経費であり、平準化により安定的な財政運営が可能となる。（公共施設
の保全費計 約312億円（26年度予算・一般財源ベース））
その他、基本設計など建設に係る事務的経費等についても、地方債の対象として拡充することにより、自
主的かつ安定的な財政運営が可能となる。（例：施設等整備費1,835億円に対し、基本設計約15億円等
（26年度予算・一般財源ベース））

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 681 11_その他 指定都市 横浜市 財務省 B　地方
に対する
規制緩和

財政融資資金の管理及び運用
の手続に関する規則第14条他

地方債の財政融資資金
借入に係る提出書類の
簡素化

財政融資資金の借入にあたって、財務事務所への提出
書類の簡素化

地方債の発行にあたっては、地方の自主性をより高める観点に立って導入された地方債協議制度に則っ
て、各団体で適債性や充当事業の進捗状況を責任もって判断した上で総務省との協議等を経るなど、地
方財政法に基づいた適正な手続きを踏んでいるが、財政融資資金の借入にあたっては、充当対象事業
の説明を詳細に行うための書類の提出が財務事務所から求められており、事務負担が増大している。
借入時の提出書類を簡素化することにより、さらなる自主的かつ効率的な運用が可能となる。
具体的には、申込書（公印付きのあたま紙）以外の全ての書類を廃止いただきたいが、現実的に困難であ
れば、申込書以外の書類の記載項目を減らし、統合することを提案する。
【書類の廃止・統合が可能と考える理由】
総務省との協議等を経るなどの適正な手続きに則っていることや、財務省としても貸付先の償還確実性を
考慮して貸付を行っていることを踏まえれば、事業の詳細な説明を地方に求める必要性や合理性は乏し
いのではないかと考える。事業の概要のみ把握するという観点から、必要事項を絞って書式を最小限に統
一することが可能ではないか。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 682 02_農業・農
地

指定都市 横浜市 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農業振興地域の整備に関する
法律第8条第1項、第4項

農業振興地域制度の農
用地利用計画の策定・変
更に係る県の同意の廃
止

市が定めている農業振興地域整備計画について、県知
事が行う「同意」を不要とする。

・横浜市の農業振興地域整備計画の策定、変更に対し、神奈川県知事の同意が不可欠な制度となって
おり、市の行政計画としての自主性を発揮するための支障となっている。
・農業振興地域整備計画の変更に際し、県知事の同意を得るための現地案内や説明資料作成、調整等
に多大な時間及び作業を要し迅速性を欠いている。
・例えば、市が行う公共事業に係る案件の県との調整が長引くことにより、道路事業に遅れが生じている。
この結果、見通しの悪い不整形な道路が長期間にわたり存在することになり、バスや大型トラックの通行に
支障が出ていることや、歩道が途切れる原因となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html



338 / 528 ページ

URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

－ － － － － －

６【財務省】
（１）財政融資資金法（昭26法100）
財政融資資金の借入に係る財務大臣への申込み（財政融資資金の管理及び運用の手続に
関する規則（昭49大蔵省令42）29条）については、融資審査の手続を簡素化・効率化するた
め、提出書類について削減等の見直しを行う。

－ － － － － －
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H26 683 08_消防・防
災・安全

指定都市 横浜市 防衛省、内
閣府、総務
省（消防庁）

A　権限
移譲

自衛隊法第８３条
災害対策基本法第６８条の２

自衛隊の災害派遣要請
権限の全市長への移譲

市長が自衛隊に対して直接、災害派遣を要請できるよう
にし、派遣要請は都道府県に事後報告することとする。

【制度改正の必要性】
大規模災害発生時においては、72時間以内の人命救助に象徴されるように、迅速な応急対策が求められ
る。
【制度改正による効果】
事態を最も把握している現場の被災市の長である市長から、取りまとめ役の県を経由することなく、直接、
自衛隊に対して災害派遣を直接要請できる権限が付与されれば、大規模災害発生時の通知事務の簡素
化や迅速な派遣要請の実施につながり、住民の生命を守るための救助活動等も、より迅速な対応となるこ
とが見込まれる。
【懸念の解決策】
なお、本提案は、災害対策法の前提である「地方公共団体による広域的な対応を行っても解決できない
場合」を崩しておらず、要請をするときは、既に地方公共団体では対応できない状況で、迅速性や事務の
効率化を最優先に考えるべきであることから、都道府県知事のみが災害派遣要請を行う合理的な理由は
ない。また「要請が集中する」との懸念については、そのような状態は甚大な被害が想定される災害であ
り、権限移譲による弊害ではなく、むしろ国において情報収集が遅くなる要因となるのではないか。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 686 04_雇用・労
働

指定都市 横浜市 厚生労働省 A　権限
移譲

緊急雇用創出事業等実施要領 国が都道府県に設置す
る緊急雇用創出事業臨
時特例基金の指定都市
への設置

緊急雇用創出事業臨時特例交付金の基金事業の実施
主体に指定都市を追加

【現状】
緊急雇用創出事業臨時特例基金（厚生労働省所管）を財源としている事業は、基金の造成主体は県と
なっている。県に基金があることで、国との調整等は県がとりまとめて行うものの、県に設置された基金のう
ち、どの程度本市が活用できるかが、国から県に交付された時点ではわからず、事業の確実性が担保さ
れないため、地域の実情に応じた効果的な施策展開を迅速かつ計画的に行うことができない。また基金
の積み増し等が行われた場合、各市町村ごとの活用額がすぐには判明しないため、結果として市町村の
予算計上のタイミングを逸することになり、対応が遅れる場合がある（市では25年度は5月補正、9月補正、
26年度は5月補正を行っている）。
【効果】
基金の造成を指定都市にも認めることで、基金事業に関する指定都市の裁量による主体的かつ弾力的な
取組を計画的かつ迅速に行うことが可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 685 07_産業振
興

指定都市 横浜市 経済産業省 A　権限
移譲

ものづくり中小企業・小規模事
業者試作開発等支援補助金交
付要綱
エネルギー使用合理化等事業
者支援補助金交付要綱
エネルギー使用合理化等事業
者支援補助金（小規模事業者
実証分）交付要綱

国が地方自治体を経由
せず民間事業者に直接
交付している補助金の地
方移管

地方自治体が独自制度と一体的に実施できるよう、国が
実施する地方自治体を経由せず中小企業等へ直接交
付している中小企業支援や地域の産業振興のための補
助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）の地方自治体への交
付金化

多くの地方自治体では、それぞれの創意工夫のもと、地域の実情を踏まえた中小企業に対する独自の助
成制度を実施している。
一方で、国の平成25年度補正予算事業「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」
は、平成24年度補正予算事業を拡大して実施されているが、地方自治体が直接関与しない制度となって
おり、地域の事業者の様々な要望や要請等を踏まえた運用がしにくい仕組みとなっている。また、「エネル
ギー使用合理化等事業支援者補助金」も同様に、地方自治体が関与しない制度となっている。
横浜市では、新技術・新製品開発に取り組む中小企業を支援する「中小企業新技術・新製品開発促進事
業（ＳＢＩＲ）」、中小製造業が行う設備投資等について経費を助成する「中小製造業設備投資等助成事
業」を行っているが、国の支援制度は本市制度との一体的な支援とはなっていない。
地域の産業振興に密着した事業については、地域の中小企業の課題を把握している地方自治体が、より
柔軟に運用できる仕組みとすることが必要と考える。国において、過去２か年の補正予算事業等も含め、
同種の事業を展開するのであれば、上記の趣旨を踏まえ、地方自治体が関与できる制度としていただき
たい。
　※補助金の流れ：経済産業省→横浜市（交付金）
地方自治体が、国の交付金を活用し、独自制度と一体的に中小企業への支援を実施することで、自治体
の判断による対象の上乗せや制度拡充、地方の実情や中小企業からの要望等を踏まえた効果的・効率
的運用、申請手続きの簡素化等が可能となる。
・また、地域の中小企業にとっては、ワンストップでの申請・利用が可能になるなど利便性の向上となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

【提案事項】
災害時においては、緊急通行車両の許可の手続きについて迅速な対応が求められることから、規模・能
力のある政令指定都市も窓口となり、緊急通行車両の許可について判断を行うことができるようにすべきで
あると考える。
【制度改正の必要性】
また、実際の災害の状況によりどのような車種が必要になるか、その際にどの車両が使用可能であるか
は、発災後初めてわかるものであり、緊急通行車両として申請が必要な車両は、事前にすべてを予測し得
るような性質のものではなく、「事前届出制度」で全てを対応できると結論づけるには限界がある。
また、今後の震災時の対応についても、例えば民間の運送会社等を利用する際に、今現在、どの車両が
本市近辺に在しており、使用可能であるかは、発災の際にわかることであり、事前の申請のみでは対応で
きない事態も容易に想定される。
【支障事例】
東日本大震災においては、本市に対して被災地から救援要請があり、迅速な対応が求められた。物資の
搬送や本市職員の応援派遣にあたり申請を行ったが、その申請の度に手続きを行わなければならず、事
前届出を行っていない車両に関しては審査が省略できないなど、申請確認に時間を要した実態がある。こ
の権限が本市にあれば、さらに迅速な対応ができたと考える。
結果として14件の申請を行ったが、その中には災害対策用の車両のみならず、被災地からの要請に応
じ、給水車や市営バスの車両等を活用するなど、想定とは異なる車両も活用している。
【制度改正の効果】
このように、発災時には混乱が生じ、申請確認に時間がかかることが想定されるが、仮に権限が指定都市
にあれば、より迅速かつ多様な応援派遣等の実施が可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

内閣府、警
察庁

A　権限
移譲

災害対策基本法第76条第１項
災害対策基本法施行令第33条
第１項及び第２項

緊急通行車両の確認（通
行許可）権限の指定都市
長への移譲

現在、緊急通行車両の許可は、政令市で判断できず、
各事業所が知事又は都道府県公安委員会に申請を行う
こととなっている。災害時の緊急通行車両の確認権限を
指定都市にも付与すること。

H26 684 08_消防・防
災・安全

指定都市 横浜市
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H26 687 11_その他 指定都市 横浜市 内閣府（消
費者庁）

A　権限
移譲

地方消費者行政活性化基金交
付要綱

国が県に設置する地方
消費者行政活性化基金
の指定都市への設置

国が県に設置する地方消費者行政活性化基金の造成
について、指定都市にも造成することを可能にする措置

【現状】
地方消費者行政活性化基金（消費者庁所管）を財源としている事業は、基金の造成主体は県となってい
る。県に基金があることで、国との調整等は県がとりまとめて行うものの、県に設置された基金のうち、どの
程度本市が活用できるかが、国から県に交付された時点ではわからず、事業の確実性が担保されないた
め、地域の実情に応じた効果的な施策展開を迅速かつ計画的に行うことができない。また基金の積み増
し等が行われた場合、各市町村ごとの活用額がすぐには判明しないため、結果として市町村の予算計上
のタイミングを逸することになり、対応が遅れる場合がある。
【効果】
基金の造成を指定都市にも認めることで、基金事業に関する指定都市の裁量による主体的かつ弾力的な
取組を計画的に行うことが可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 688 04_雇用・労
働

都道府県 大阪府、和歌山
県、鳥取県

厚生労働省 A　権限
移譲

職業安定法 ハローワークの都道府県
への移管（特に「わかもの
ハローワーク」等の先行
実施）

ハローワークを都道府県へ移管する。また、特に「わかも
のハローワーク」等について、移管を先行実施する。

【現状・支障事例】
本府では、求職者の個々の状況に応じた就職支援や、中小企業向けの人材採用支援等を行う「ＯＳＡＫ
Ａしごとフィールド」を設置し、ハローワーク大阪東の分室と一体的実施に取り組んでいる。
具体的には、大阪労働局の協力を得ながら、府の受託事業者によるきめ細かなカウンセリングとハロー
ワークの有する豊富な求人を組み合わせた就職支援を実施しているが、一体的実施ではハローワークの
実施する職業相談や職業紹介に関し地方自治体が責任を負うことができず、また、府内各地域での展開
ができないため、地方が自らの判断と責任で各地域の諸課題に取り組もうとする地方分権改革の観点から
は不十分。
【制度改正の必要性】
今後、生活困窮者自立支援法の施行により、市町村とハローワークとの一体的な就労支援が求められるこ
とから、市町村と緊密に連携できる都道府県にハローワークを移管すべきである。
【閣議決定を踏まえた必要性】
国においては、ハローワーク特区や一体的実施の取組みなどが進められていることは理解するが、とりわ
け若年者に対する就職支援は、都道府県で実施しているキャリア教育や職業訓練、中小企業支援との緊
密な連携が重要であることに加え、労働力人口の減少が進む中で若者と魅力ある中小企業とのマッチン
グを早急に促進することが不可欠であることから、「わかものハローワーク」と「新卒応援ハローワーク」につ
いては、先行して都道府県に移管することが必要である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 689 05_教育・文
化

都道府県 大阪府 文部科学省 A　権限
移譲

市町村立学校職員給与負担法
（5条）
地方教育行政の組織及び運営
に関する法律（附則15条）
義務教育費国庫負担法（8条）
公立義務教育諸学校の学級編
制及び教職員定数の標準に関
する法律（9条）

県費負担教職員の給与
等の負担・定数の決定・
学級編制基準の決定の
移譲

県費負担教職員の給与等の負担・定数の決定・学級編
制基準の決定の移譲
（参考）
指定都市については、第４次一括法により移譲済み

【制度改正の経緯】
県費負担教職員の人事権を有する指定都市に対して、給与等の負担・定数の決定・学級編制基準の決
定を移譲することを内容とする「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係
法律の整備に関する法律」（第４次一括法）が本年６月４日に公布され、平成２９年度を目途に移譲される
こととなった。
大阪府では、地方分権をより一層推進する観点から、義務教育の実施主体である市町村の権限と責任を
明確化するため、条例による事務処理の特例制度を活用し、小中学校の教職員の人事権を平成２４年度
に豊能地区３市２町（豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町）へ移譲した。
【制度改正の必要性】
県費負担教職員の人事権と給与負担は一致すべきであることから、特例制度により人事権を移譲した市
町村に対しても指定都市と同様の取扱いがなされれば、市町村がより主体的に義務教育を実施すること
ができるようになる。
【制度改正の効果】
義務教育の実施主体である市町の責任と権限が明確になる。
給与や勤務条件を独自に決定できることにより、地域の実情に応じた特色ある教育を行なうための人材を
確保する事ができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 690 03_医療・福
祉

都道府県 大阪府・兵庫県・
和歌山県・鳥取
県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

平成１８年３月１４日厚生労働省
令第３４号「指定地域密着型
サービスの事業の人員、設備及
び運営に関する基準」第６６条
第２項第１号、同項第２号、第７４
条第１項
介護保険法第７８条の４第５項
（関連）

小規模多機能型居宅介
護（地域密着型サービ
ス）の普及に向けた基準
の緩和

認知症高齢者が住み慣れた地域での生活を維持するた
めに有効な介護サービスである小規模多機能型居宅介
護（地域密着型サービス）を普及させるため、人員、運営
等の基準を緩和する。

【現状・支障事例】
「小規模多機能型居宅介護」は、「通い」「訪問」「泊まり」を柔軟に組み合わせて、利用者の在宅生活の継
続を支援するものであり、今後、増加が予想される認知症高齢者が住み慣れた地域での生活を維持する
ために有効な、市町村が指定する介護サービスである。また、地域包括ケアシステムにおいても、中核的
な役割を担っていくことが可能と考えられている。
しかし、大阪府内市町村における当該サービスは、地域包括ケアシステムの圏域である中学校区（４６４校
区）と比較し１７６事業者と普及が進んでいない状況である。
これは、サービスの利用に介護支援専門員（ケアマネジャー）を変更する必要があることや、少ない登録定
員や利用定員などの基準が、地域の利用者ニーズや事業者の採算性などの課題となり、事業者参入の
障壁となっているためである。
【制度改正の必要性】
このため、「小規模多機能型居宅介護」が普及できるよう、通いサービスの利用定員数の上限の引き上げ
や、介護支援専門員との契約を利用者選択とするなど、厚生労働省令（平成１８年３月１４日厚生労働省
令第３４号「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」。）の基準の緩和を求
める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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－ － － － － －

４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律（昭60法88）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う無料職業紹
介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び
労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向性により見直す。
（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体の業務を一
体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハローワークの求人情報を
地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハローワークと地方公共団体との一層の連
携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体となった雇用対策をこれまで以上に推進する。
（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権限の移譲等
について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第88号条約との整合性、都道府県
を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機動性の担保、保険者の変更等雇用保
険財政の根本に関わる議論等に留意する。
（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公的性格を持
つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を講ずる。
（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成27年度から開始する。

５【文部科学省】
（２）市町村立学校職員給与負担法（昭23法135）、義務教育費国庫負担法（昭27法303）、地
方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭31法162）、公立義務教育諸学校の学級編制
及び教職員定数の標準に関する法律（昭33法116）
県費負担教職員の給与等の負担（市町村立学校職員給与負担法１条）、都道府県教育委員
会の県費負担教職員の任命権（地方教育行政の組織及び運営に関する法律37条１項）、県
費負担教職員に係る定数の決定（地方教育行政の組織及び運営に関する法律41条１項及び
２項）及び学級編制基準の決定（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に
関する法律３条２項）については、県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例
制度（地方教育行政の組織及び運営に関する法律55条１項）の運用状況を踏まえつつ、広域
での人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を行い、
小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順次実施する。
また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図るため、当該制度による人事権の
移譲を希望する中核市等については、平成27年度以降、関係する都道府県や市町村との協
議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うことを、関係団体に速やかに通知する。

－ － － － － －
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H26 691 03_医療・福
祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、鳥
取県、徳島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

老人福祉法第１５条、第１５条の
２、第１６条
介護保険法第７０条、第７５条、
第８６条、第８９条、第９１条

介護保険法及び老人福
祉法に基づく重複する申
請等の一本化

老人福祉法と介護保険法では、同一施設について各々
の法で規定されているため、事業開始時やその後変更
が生じた際には各法に基づく書類の提出が必要となって
いる。
事業者にとっては、一つの事業であるにもかかわらず、2
種類の書類の提出が必要であり、非効率かつ負担となっ
ているため、介護保険法上の申請があった際には老人
福祉法上の届出があったとみなす「みなし規定」を老人
福祉法に設ける。

【現状・支障事例】
介護保険法に規定される「通所介護事業所」、「短期入所生活介護事業所」、「介護老人福祉施設」等は、
それぞれ老人福祉法に規定される「老人デイサービスセンター」、「老人短期入所施設」、「特別養護老人
ホーム」であり、事業開始時や、その後変更が生じた際には、それぞれの法に基づく届出が必要となって
いる。このため、社会福祉法人等の事業者は、事業としては一つであるにもかかわらず、二種類の書類の
提出が必要となっており、非効率な状況となっている。
【制度改正の必要性】
このため、老人福祉法に基づく届出を行うもののうち、介護サービス事業者が、介護保険法の規定による
指定申請（第70条、第86条、老人福祉法第15条）、変更届出（第75条、第89条、老人福祉法第15条の2）
又は廃止・休止届出（第75条、第91条、老人福祉法第16条）を行うものについては、老人福祉法の届出が
あったこととする「みなし規定」を老人福祉法に設けることによって、非効率な状況を改善し、届出事務の
効率化及び事業者の負担を軽減することができる。
【懸念の解消策】
「みなし規定」を設けることによる支障としては、介護保険法に係る事務と老人福祉法に係る事務の所管が
別所属となっている場合等に、関係所属に十分情報が伝わらず、事務に支障を来す場合が考えられる
が、この問題については所属間の連携、情報交換を密にすることにより対応が可能と考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 692 03_医療・福
祉

都道府県 大阪府・京都府・
兵庫県・徳島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法施行規則第38条、
第41条、52条、55条

要介護認定の有効期間
の延長

要介護認定の有効期間の更なる延長及び基準の簡素化
を求める。

【現状・支障事例】
介護サービスを利用するために必要となる要介護（要支援）認定には有効期間があり、有効期間を過ぎて
なお、介護サービスを受けるためには、有効期間を更新することが必要である。団塊の世代が65歳を超
え、今後、要介護（要支援）認定の申請件数が増加することが見込まれている中で、現在の有効期間は、
最長で2年であり、更新のための件数もますます増加することが予想される。
また、有効期間の基準としては、別添参考資料「現状の要介護（要支援）認定の有効期間について」のと
おり、複雑多岐にわたっている。
【制度改正の必要性】
このため、認定事務を行う保険者の負担軽減のために、要介護認定の有効期間の更なる延長（原則の有
効期間の延長、設定可能な有効期間の期間延長。なお、延長期間を何月にするかは、その根拠とともに
別途検討が必要)及び、更新申請については①～④の種別に関わらず、有効期間を統一するなど基準の
簡素化を求める。
【懸念の解消策】
なお、有効期間の延長は、介護報酬増加となるのではという懸念があるが、状態が変われば、区分変更申
請が可能であり、また、長期に高い介護度で推移し今後も改善が見込まれない高齢者(例えば、寝たきり
など)に対しては、更新の認定を行うことで、本人の負担や保険者の負担が生じているため、設定可能な有
効期間を延長することで、事務負担の軽減が図れるものと考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 693 03_医療・福
祉

都道府県 大阪府 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法第129条、介護保険
法施行令第38条

介護保険料の賦課にか
かる負担の公平化

現在、本人や同じ世帯に属する者の個人住民税の課税
状況に応じて段階的に設定している第１号保険者の介
護保険料について、被保険者個人の所得の実態に合っ
たものとし、負担の公平性を確保する観点から、被保険
者個人単位での賦課や、保険料の算定に定額制と定率
制を併用する「新しい仕組み」の導入ができるよう、介護
保険法等について、所要の規定整備を行う。

【現状・支障事例】
現在、第１号保険者（６５歳以上の高齢者）の介護保険料については、本人や同じ世帯に属する者の個人
住民税の課税状況に応じて段階的に設定しているが、本人が非課税でも世帯に課税者がいるため保険
料が高くなるなど、必ずしも被保険者個人の所得の実態と合っていない。
【制度改正の必要性】
このため、保険料を被保険者個人の所得の実態に合ったものとし、負担の公平性を確保する観点から、被
保険者個人単位で賦課することができるようにする。
また、低所得者の保険料負担を軽減するため、保険料の算定に定額制と定率制を併用する「新しい仕組
み」を導入する。

※保険料の額は、各市町村における介護サービスにかかる費用の総額（利用者負担分を除く）の２１％分
に応じて第１号保険者の保険料の基準額を算出し、市町村は、その基準額に、所得段階に応じた割合を
乗じて保険料を決定している。（別紙参考資料のとおり）
また、保険料は、被保険者の所得状況に応じてきめ細かな段階を設定できるよう配慮されている。
設定方法の原則は、本人が市民税非課税の場合は基準額を納め、世帯非課税の場合は軽減された額
を、本人課税の場合は基準額より高い額を負担する仕組みとなっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 694 03_医療・福
祉

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、徳
島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法第５１条の３ 介護保険制度における
「補足給付」の拡充

低所得者が施設サービス及び短期入所サービスを利用
するにあたり、居住費及び食費について、所得に応じた
負担限度額を設定し、基準額との差額を支給する「特定
入所者介護（予防）サービス費」の支給（補足給付）の対
象に「認知症対応型共同生活介護」（グループホーム）も
含めるよう、介護保険法について所要の規定整備を行
う。

【現状】
介護保険制度では、低所得者の施設サービス利用が困難とならないよう、低所得者が施設サービス及び
短期入所サービスを利用するにあたり、居住費及び食費について、所得に応じた負担限度額を設定し、
基準額との差額を支給する特定入所者介護（予防）サービス費」を支給（以下「補足給付」という。）すること
としている。
【支障事例】
現在、補足給付は、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に常時入所する施設サービスと、介護保険
施設に短期間入所する短期入所サービスのみが支給対象で、居住系のサービスは対象となっておらず、
居住費や食費の負担等により、低所得者がグループホームを利用できないという事態が生じている。
【制度改正の必要性】
今後、認知症高齢者の急激な増加が見込まれる中、低所得の認知症高齢者のサービス利用が困難とな
らないよう、認知症のため介護を必要とする人が少人数で共同生活するための居住系サービスである「認
知症対応型共同生活介護」（グループホーム）も補足給付の対象とする必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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６【厚生労働省】
（11）老人福祉法（昭38法133）及び介護保険法（平９法123）
介護保険サービスを提供するに当たって、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の開始、
変更の届出（老人福祉法14条及び14条の２）等と、介護保険法上の指定居宅サービス事業所
の指定、変更の申請（介護保険法70条及び75条）等のそれぞれの手続が必要であるが、申請
書の一本化や重複する必要書類の省略等、地域の実情に応じて手続を簡素化することは現
行制度上問題ないことを、地方公共団体に周知する。

【厚生労働省】「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」を
踏まえた介護保険上の指定手続の簡素化に係る再周知について（平
成27年4月10日付け厚生労働省老健局高齢者支援課、振興課、老人
保健課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_691

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －
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H26 695 09_土木・建
築

都道府県 大阪府、兵庫県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農業基盤整備促進事業実施要
綱　第３　事業の実施区域

都市部における小規模
集団農地の生産基盤整
備に係る支援

農業振興地域内外の概ね５ｈａ以上の集団農地において
も、都道府県が守り、活用すべき農地として府県条例で
指定した農地であれば、ほ場整備をはじめとした生産基
盤整備が国庫補助により実施可能となるよう「農業基盤
整備促進事業実施要綱　第３　事業の実施区域」の改正
を求める。

【制度改正の経緯】
近年、農空間（農地）を支える農業者の高齢化や後継者不足が顕著になっており、府内農地の面積は
年々減少傾向にあり、その公益的機能の低下が府民生活にも大きな影響を及ぼす恐れがあるため、本府
では、平成20年に施行の「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」に基づき、市
街化調整区域内の概ね５ha以上の集団農地等を農空間保全地域として指定し、農空間の保全を推進し
てきたところ。今後、これらの農地を営農者が地域の協力の下にしっかり保全し、大消費地である都市近
郊を活かした農業を振興するためには、国庫補助事業を導入し、ほ場整備など営農条件の改善を図る必
要がある。
【支障事例】
国庫補助事業を受けて実施する生産基盤整備の要件は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、
農業振興地域農用地区域であることとなっているが、府では農用地区域に含めなければならない10haの
集団的農地が少なく、また、法10条3項5号の規定による、10ha以下の集団的農地の農用地区域の指定に
ついても土地所有者の都市的土地利用への期待感などから、非常に難しく、府内の13,711haの農地の中
で農振農用地は4,633haと1/3程度である。
【留意点】
府条例に基づく農空間保全地域に指定に関する規制条項は定めていないが、市街化調整区域内の概ね
５ha以上の集団農地4,680haを国庫対象として生産基盤整備を実施した場合おいても、「補助金等に係る
予算の執行に関する法律適正化法」第17条（義務違反に対する交付決定の取り消し）、第22条（財産処分
制限）等を遵守することにより、目的外使用や受益地の転用防止が図られる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 696 02_農業・農
地

都道府県 大阪府、兵庫県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農業経営基盤強化促進法第5
条第3項、第17条第2項
農地中間管理事業の推進に関
する法律第2条第3項

生産緑地における農業
経営基盤強化促進法及
び農地中間管理事業法
に基づく農地貸借を可能
とすること

生産緑地において、都市住民など多様な担い手の参入
を促進することで都市農業の振興や都市農地の保全が
図られるよう、農業経営基盤強化促進法及び農地中間
管理事業法に基づく農地貸借を可能とされたい。

【現状】
大阪府の農地面積13,711haのうち市街化区域内農地は約3割。その中の約6割、2,139haが生産緑地であ
り、大きなウエートを占めている。
収穫量が全国でも上位を占めるシュンギク（2位）、コマツナ（8位）などの軟弱野菜は、消費地に近い生産
緑地で多く生産されており、新鮮で安全・安心な農産物供給の重要な場となっている。
また、同時に生産緑地は、都市部のみどりの創出、教育、防災など多様な公益的機能を発揮している。
【制度改正の必要性】
一方、農業者の高齢化や担い手不足、農地面積の減少、遊休農地の増加など、都市農業を取り巻く状況
は非常に厳しく、いかにして農地を保全し農業振興を図っていくかが課題。
大阪府では平成20年に「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」を制定し、担い
手対策はもとより、生産緑地を含む優良農地を「農空間保全地域」として指定・公表し、農地保全を図って
きたところ。
なかでも、農地保全の有効な方策として農地貸借があるが、生産緑地に関しては農業生産基盤強化促進
法や農地中間管理事業法による貸借が法令上認められていない。
これらを可能とする措置を講じていただくことで、一層の都市農地保全と都市農業の振興を図りたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 697 09_土木・建
築

都道府県 大阪府 内閣府、総
務省、国土
交通省

A　権限
移譲

地方交付税法第10条（普通交
付税の額の算定）、第11条（基
準財政需要額の算定方法）等

直轄道路の移管路線の
維持管理費に関する財
源措置

平成25年12月20日の閣議決定に基づく権限移譲におけ
る直轄国道の移管路線の財源措置について、維持管理
費は、個別の箇所に係る所要額を適切に積み上げた総
額を、基準財政需要額に反映し、事業費に応じた交付税
措置を講ずるとされているところ。

移管にあたっては、従前の管理水準を確保するため、上
記の交付税による措置額と、現在の維持管理に関する所
要額との間に乖離が生じる場合、不足額について、交付
税額の上乗せや、交付金等による財源措置を提案する。

【現状】
「事務・権限移譲の移譲等に関する見直し方針について」（H25.12.20閣議決定）に基づく、権限移譲にお
ける移管路線の維持管理費に対する財源措置については、全国知事会が、H25.11.14「『直轄道路・河川
の権限移譲に伴う財源措置について（案）』に対する意見」にて言及しているように、地方に移譲された道
路・河川の維持管理に支障が生じることのないよう、維持管理に要する費用について歳入歳出両面にわ
たって適切かつ明確な財政措置を講じること、事業費に応じた交付税措置を講ずることにより、従前と同様
の管理水準を確保することを前提に行うことを求めているところ。
【支障事例】
移管路線の維持管理に関する措置額は、既管理路線の維持管理にも影響を及ぼすこととなるが、現行の
交付税措置では、全国一律の算定方法により基準財政需要額を算出しており、大阪府下の対象路線に
おいては、交通量も多く、都市部の特殊性等から、従前の管理水準を確保するための所要額が措置され
ない可能性がある。
【制度改正の必要性】
まずは、閣議決定に基づく交付税措置に関し、維持管理に関する所要額が確保されていることを判断す
るため、移管路線における、現状の維持管理に係る費用の提示を受ける必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 698 06_環境・衛
生

都道府県 大阪府
和歌山県
鳥取県

厚生労働省 A　権限
移譲

水道法施行令第14条第1項 水道事業経営の認可等
の権限移譲

厚生労働大臣が有する水道事業経営の認可等の権限
について、都道府県知事への移譲を進める。
【具体的な改正内容】
水道法施行令第14条第1項中「及び河川の流水を水源と
する水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける
水を水源とする水道事業」を削除し、水道用水供給事業
を経営する者から水の供給を受ける水道事業に係る事
務についてはすべて都道府県が行う。また、それが困難
であれば、当該規定中の給水人口を5万人の規模から拡
大する。

【現状・支障事例】
別紙参照。
【制度改正の必要性】
地方分権に関する過去の厚生労働省見解では、5万人超の規模の水道事業認可における水利調整等の
必要性から、河川の流水を水源とする水道事業については国において直接管轄することが適切とされ、水
道用水供給事業者についても、同様の取り扱いとなっている。しかし、近年、水需要が年々減少し、自己
水を廃止して企業団から全量を受水する事業体が増加している中、今後、新たな水源開発を伴う事業認
可は見込まれない。隣接水道事業や、水道用水供給事業と水道事業等の間での水平統合・垂直統合の
検討が進められている現状においては、隣接している水道事業者について水利調整の有無、5万人超の
認可権限のラインで分断することは、事業間調整を複雑にし、広域化を加速できないひとつの要因となっ
ている。
【提案が実現した場合の効果】
そこで、今後は、水利調整に主眼を置くのではなく、地域の一体性に主眼を置くことに転換し、一定規模ま
で（大臣認可の水道用水供給事業からの受水のみの水道事業）の権限を都道府県知事に移譲していた
だきたい。水道法第5条の2の広域的水道整備計画と、同法第6条の事業認可の権限を併せ持つことで、
都道府県知事が水道の広域化をさらに推進することができるようになる。また、水利調整の必要があると考
えられる大規模な水道用水供給事業、水道事業については、引き続き大臣認可として国による関与も存
続させることで、役割分担が適切化されると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

６　【農林水産省】
（28）都市農業の振興に関する事務
都市農業の振興の在り方等については、農林水産業・地域の活力創造プラン（平成25年12月
10日農林水産業・地域の活力創造本部決定）における位置付け等を踏まえつつ、都市におけ
る農地の有効な活用及び適正な保全を図る観点から、検討を進める。

－ － － － － －

４【厚生労働省】
（７）水道法（昭32法177）
以下に掲げる事務・権限（厚生労働省の所管に係るものに限る。）については、広域化等を推
進する水道事業基盤強化計画（仮称）を策定した上で、業務の監視体制を十分に整える都道
府県であって、当該事務・権限の移譲を希望するものに対し、都道府県内で水利調整が完結
する水道事業等（都道府県が経営主体であるものを除く。）を対象に移譲する。
なお、都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道事業につい
ては、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを上記計画に盛り込んだ場合には移譲
対象とする。
（以下一部抜粋）
・水道事業の認可（６条１項）
・水道用水供給事業の認可（26条）
・水道事業及び水道用水供給事業に係る報告の徴収及び立入検査（39条１項）
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H26 700 09_土木・建
築

都道府県 大阪府 国土交通省 A　権限
移譲

道路法第12条（国道の新設又は
改築）、第13条（国道の維持、修
繕その他の管理）、河川法第9
条（一級河川の管理）等（道路
法、河川法等に基づく、直轄国
道及び直轄河川に係る整備等
に関する計画、工事及び管理の
実施等に係る部分）

複数都道府県に跨る直
轄国道・河川に係る権限
の移譲

昨年12月20日の政府の「事務・権限の移譲等に関する
見直し方針について」の閣議決定を受けて、直轄国道・
河川の権限移譲について、国土交通省地方整備局と都
道府県及び政令市との個別協議が再開され、協議が
整ったものについては、移譲が進められることとされてい
る。
しかしながら、今回の権限移譲は、同一府県内に起終点
がある区間やバイパスの現道区間などに限定されてお
り、移譲先も単独の都道府県及び政令市のみとなってい
る。
複数の都道府県に跨がるものについて、関西広域連合
など、広域行政組織等への移譲を求める。

【制度改正のメリット】
道路・河川のインフラ整備等については、国土交通省地方整備局と都道府県及び政令市がそれぞれ事
業を実施していることから総合的な対応が困難な状況であるが、関西広域連合であれば、防災、観光・文
化振興、産業振興、医療、環境保全など広域行政を現在推進しており、構成府県・政令市と一体的に事
業を実施することで、圏域内の市町村や各種団体、地域住民の声を幅広く聞きながら、従来の縦割り行政
にとらわれない、より地域の実情に応じた総合的な施策展開が可能となる。
【地域の実情を踏まえた必要性】
また、国による直轄事業では、住民から距離があるため、その意向が反映されにくいが、地方が事業を実
施することで、地域住民(議会)の関心やチェック機能も高まり、その民意を反映しやすいものとなるととも
に、許認可に係る事務も含めて道路や河川に関する窓口を一元化することで、地域住民や民間事業者の
利便性が向上する。
地域の実情を踏まえた地方分権改革の取組をさらに進めるために、災害時の対応等を含めた国と地方と
の適切な役割分担を考慮しながらも、複数の都道府県に跨がる直轄国道・河川についても可能な限り移
譲を実現することで、防災、観光・文化振興、産業振興、医療、環境保全と連携した総合行政の観点か
ら、住民目線にたった地域ニーズを反映した効率的・効果的なまちづくりが可能となる。
【懸念の解消策】
全国知事会（平成２５年１１月１４日、「直轄道路・河川の権限移譲に伴う財源措置について（案）に対する
意見」）で言及されているように、複数の都道府県に跨るものについて広域での移譲を進めるため、財源
措置等を含めて、その受入体制の枠組みづくりの検討が必要であり、具体の移譲に当たっては、所要財
源の確保、人員・資機材の移管が前提となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 701 03_医療・福
祉

都道府県 鹿児島県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

地域保健法第10条、地域保健
法施行令第４条

保健所長の資格要件の
条例委任（参酌基準化）

保健所長の資格要件を条例委任（参酌基準化）とするこ
と。（ただし、保健所内には医師を配置することを条件と
する。）

【支障事例】
保健所長の医師資格要件については、保健所に医師が配置されている場合に限り、医師と同等以上の
専門性を有すると認められる場合等一定要件を満たす職員であれば医師以外の者であっても保健所長
に充てることができるよう要件緩和がされているものの、なお要件が厳しく、該当職員の確保は困難であ
る。
保健所長職に適した人材の確保が非常に難しいことから、地域によっては、一人の所長が他の管轄地域
の所長を兼務するケースも出ている。このケースでは、保健所長不在の保健所はもとより、本務側の保健
所においても円滑な業務運営に支障が生じる場合がある。また、突発的な健康危機管理事案等に対し
て、本務・兼務の両管轄地域の対応が十分に行えない場合も想定される。
当県においては、離島を有するなどの地理的な特性により、１３保健所のうち、４保健所で保健所長が兼
務している状況。（県内の保健所設置位置及びその兼務状況は別紙のとおり）
【制度改正の必要性】
保健所に公衆衛生に対応できる医師を配置することを条件に、保健所長の資格要件を保健所設置主体
の条例に委ねることにより、保健所における健康危機管理事案等等の役割を十分考慮しつつも、地域に
おける公衆衛生医師不足の実情に応じた対応措置が可能なるとともに、危機管理対応も十分可能であ
る。
特に、所長クラスの公衆衛生医師の確保困難な地域や複数保健所長を一人の所長が兼務しているような
事態が生じている地域等においては、保健所内に医師を配置した場合に保健所長の資格要件が廃止で
きれば、柔軟な人事配置が可能なことから、管轄地域における円滑な業務運営に寄与するものである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

【具体的な支障事例】創業支援事業計画の認定に際し、国が全国約1700の市区町村のきめ細かな実情
を把握することは現実的ではなく、計画認定に向けた指導・助言等のフォローアップを的確に行うことは難
しいと考えられる。
国の第一回認定(3月20日)では、2月4日に説明会を実施、2月7日に近畿経済産業局に素案を提出、2月
14日に中小企業庁に計画を提出という、極めてタイトな日程であり、このため大阪府内で６市がこのスケ
ジュールに間に合わなかった。都道府県に認定権限があれば、下記理由（※１）で十分対応できたと考え
られる。
さらに、中小企業白書（2013年版　p.47 ※２）で示されているように、創業者のマーケットは市区町村エリア
を超えており、都道府県レベルの創業支援施策と密接に連携した取組が求められる。しかし、現行制度に
おいては、都道府県レベルの官民の創業支援施策との調整・最適化を行うことができない。
【制度改正の必要性】計画策定にあたり複数の市区町村による共同申請ができるが、第１回・第２回認定
において、各々２件しかなかった。創業者のマーケットの広さは多種多様であり、現行制度では創業者の
マーケットに合わせた市区町村の組合せを一律で構成することはできないため、都道府県レベルの官民
の創業支援施策との調整・最適化が不可欠である。
行政効率的な観点からも共同計画が策定されるべきであるが、都道府県が認定を行えば、場合によって
は地方自治法上の様々な連携手続（機関等の共同設置、事務の委託等）で、市区町村間のより強固な絆
づくりを誘導することも可能である。
【都道府県が認定を行うことによる効果 ※１】現行制度で所管が複数の省庁に関係する内容が含まれた
場合、各所管省庁との調整に時間を要すると想定される。一方、都道府県はあらゆる分野に対し、計画策
定に係る指導・助言から認定までの手続を一元的かつ円滑に行うことができる。申請者である市区町村に
とっても事務の効率化ができる。
※２　創業者が目指している今後の市場について、「地域需要創出型」では全体の80％以上が市区町村
のエリアを超えている。（同一市町村19.6％、同一都道府県39.1％、全国38.2％、海外3.2％）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

経済産業
省、総務省

A　権限
移譲

産業競争力強化法第１１３条、
第１１４条、第１３７条３項、第１４
０条１項６号

創業支援事業計画の認
定権限の都道府県への
移譲

産業競争力強化法　第１１３条、第１１４条、第１３７条３
項、第１４０条１項６号に規定する「市区町村創業支援計
画」に関する経済産業大臣、総務大臣及びその他の主
務大臣（関係する施行令、施行規則を含む）における権
限を都道府県に移譲されたい。
第１１３条　創業支援事業計画の認定
第１１４条　創業支援事業計画の変更等
第１３７条３項　報告書の徴収
第１４０条１項６号　 主務大臣等

H26 699 07_産業振
興

都道府県 大阪府、京都
府、兵庫県、徳
島県
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－ － － － － －

－ － － － － －

【総務省】【経済産業省】産業競争力強化法に基づく創業支援事業計
画の認定等に係る都道府県の支援について（平成27年2月6日付け総
務省地域力創造グループ地域政策課長、中小企業庁経営支援部創
業・新事業促進課長通知）
【総務省】【経済産業省】平成27年度産業競争力強化法にもとづく創業
支援に係る効果等調査報告（平成28年3月）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h26f
u_tsuchi.html#h26_699

４【総務省（２）】 【経済産業省（22）】
産業競争力強化法（平25法98）
（ⅰ）創業支援事業計画の認定（113条１項）については、当該計画の策定及び実施に資する
ため、都道府県に当該計画の認定申請等の情報提供を行うとともに、都道府県の関係機関が
創業支援事業者として参画できることを、平成26年度中に地方公共団体に通知する。
（ⅱ）創業支援事業計画の認定については、創業支援に係る国家目標の早期達成に向け、原
則として平成27年度中に現在の制度枠組みを含めた検証を行い、その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。
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H26 702 03_医療・福
祉

都道府県 鹿児島県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

児童福祉法第45条，児童福祉
の設備及び運営に関する基準
附則第２項

保育所の保育士定数へ
の准看護師の算入を可
能とする規制緩和

児童福祉施設の設備運営基準（省令）により，乳児４人
以上を入所させる保育所においては，看護師と保健師が
保育定数に算入することができるとされている（従うべき
基準，民間保育所に対する国庫負担対象）が，当該省令
を参酌基準化することなどにより，准看護師も定数算入
対象とすること。

【支障事例】保育所における乳幼児の受入れが増える中、こどもの体調急変への適切な対応などのため、
看護師など医療・保健の有資格者を保育所に配置する必要性が高まっている。
省令では、乳児４人以上を入所させる保育所にあって、看護師又は保健師を１人に限って保育士とみなし
て配置することができることとされ、看護師配置を促進している。
しかしながら、保育所においては、保育士定数に算入できるのが正看護師に限定されており，また，運営
費に保育士と看護士の人件費差額が反映されていないこと等から，看護師の確保が難しく看護師の配置
が進んでいないのが現状である。
【改正の必要性】当該規定を参酌基準化することや、省令改正により算入対象を准看護師まで拡大する規
制緩和を行うことが必要。
准看護師は，嘱託医の指導の下，適切な保健指導など看護師と同様な役割を担うことが可能と考えられ，
また，病児・病後児保育対策事業の職員配置では，准看護師まで認められていることから，保育士定数に
算入できる範囲を、看護師のみでなく准看護師まで拡大し，看護師等を配置しやすくすることが必要であ
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 704 01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 鹿児島県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市計画法第18条第３項，同法
施行令第12条

指定区間外の国道に関
する都市計画決定等に
係る国への同意協議の
廃止

都市計画法では，都道府県が管理する指定区間外国道
に関する都市計画決定（変更）について，国土交通大臣
の協議同意が定められているが，事前相談を含め，相当
に時間を要している現状から，同意等の手続を廃止すべ
きである。

【規制緩和の必要性】
都市計画法第18条第３項において，都道府県は，国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画
を決定又は変更するときは，国土交通大臣の同意協議が必要とされ，同法施行令第12条において，一般
国道に関する都市計画についても，国の利害に重大な関係があるものと規定されている。
しかし，一般国道に関する都市計画については，国の利害に影響を及ぼさないと考えられる事案であって
も，法に基づき国土交通大臣に協議が必要とされているところであり，事前相談を含め，相当に時間を要
している現状から，同意等の手続を廃止すべきである。（国との同意協議を要しないと考えられる事案及び
その理由は別紙のとおり）

【県管理国道に係る同意協議の事務の実績】
平成10年度から平成21年度：７件
申請書提出から同意までに要した期間は平均して約１か月半であるが，申請前には下協議等があり，それ
らの協議には数ヶ月要する場合もあった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html

H26 703 02_農業・農
地

都道府県 鹿児島県 農林水産省 A　権限
移譲

農地法第４条及び第５条 ４ヘクタールを超える農
地転用に係る都道府県
知事への許可権限の移
譲

農地転用面積が４ヘクタールを超える場合の農地転用
許可権限を現行の農林水産大臣から都道府県知事に移
譲する。

【権限移譲の必要性】
農地の総量確保のあり方と併せて検討すべきものと考えるが、４ha超の農地転用許可については、国より
も農地の状況をより把握できる県に権限移譲を行うことで、事務処理全体の時間短縮や申請人の負担軽
減等が図られる。

【当県における事務の実績】
平成23年から平成25年までで５件発生
所要期間が長いものの例としては、２年８ヶ月（協議５回）、１年６ヶ月（協議４回）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/teianbosyu_kekka.
html
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６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保育所に係る基
準については、次のとおりとする。
　・乳児４人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定（同基準33条２項及び附則）に
ついては、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師に加え、准看護師について
も保育士とみなすことができるよう措置する。

－ － － － － －

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国と地方の役割分担につ
いては、以下のとおり、農地の総量確保の仕組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事
務・権限について、地方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）を定めるに当
たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の目標面積案について、都
道府県知事の意見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目標面積の
設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定するため、都
道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の
場の議事等については、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の目標面積
の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果
の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を行った上
で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）において提
案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後
の制度設計の議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）については、廃
止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣との協議を付
した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移
譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなど
の要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）の長について
は、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する。
あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指
定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３項）の在り方に
ついては、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に応じ農地転
用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係る事例集を作成するなど
地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運用の確保に資するよう必要な支援を
行うものとする。


